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平成２３年塩尻市議会９月定例会 

総務環境委員会会議録 
 

○日  時  平成２３年９月１５日（木）  午前１０時００分 

○場  所  全員協議会室 

○審査事項   

議案第 １号 平成２２年度塩尻市一般会計歳入歳出決算認定について中 歳入全般、歳出１款議会費、２款

総務費（１項総務管理費１４目人権推進費及び１６目市民交流センター費を除く）、３款民生費

中１項社会福祉費７目楢川保健福祉センター管理費、８目老人医療事務費、９目国民健康保険

総務費、１０目後期高齢者医療運営費及び４項国民年金事務費、４款衛生費（１項保健衛生費

６目環境保全費のうち合併処理浄化槽設置事業及び２項清掃費１目し尿処理費を除く）、９款消

防費、１２款公債費、１３款諸支出金、１４款予備費、財産に関する調書 

○出席委員・議員 

委員長  青柳  充茂 君        副委員長  古畑  秀夫 君 

        委員  務台   昭 君          委員  牧野  直樹 君  

委員  金田  興一 君          委員  五味  東條 君  

委員  丸山  寿子 君          委員  柴田   博 君 

○欠席委員  

なし  

────────────────────────────────── 

○説明のため出席した理事者・職員 

省略 

────────────────────────────────── 

○議会事務局職員 

事務局長    成田   均 君     事務局次長  小松  俊夫 君 

議事調査係長  小澤  秀美 君 

────────────────────────────────── 

午前１０時００分 開会 

○委員長 皆さん、おはようございます。座らせていただいて、それでは時間ちょっと早いですが皆さんおそろ

いのようですので、塩尻市議会９月定例会の総務環境委員会をただいまから開会いたします。きょうの委員は全

員出席ですね。最初に理事者のほうからごあいさつがありましたらどうぞ。 

────────────────────────────────── 

理事者あいさつ 
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○副市長 おはようございます。お忙しいところ総務環境委員会をお開きいただきましてありがとうございます。

本委員会には平成２２年度の一般会計歳入歳出決算認定のほか、幾つかの議案を御審議をいただくことになって

おります。どうぞよろしく御審査をいただきますようよろしくお願い申し上げまして、ごあいさつとさせていた

だきます。 

○委員長 それでは審査については、委員会付託案件表に従いまして進めてまいりますが、日程について少し副

委員長のほう、何かありましたらお願いいたします。 

○副委員長 日程ですが、きょう、あすとあるわけですけれども、特に終了後の視察等は予定しておりませんの

でお願いいたします。以上です。 

○委員長 そういうことですので、ただいまから審査に入っていきたいと思いますが、その前に職員の方で新し

い方がいらっしゃいましたら自己紹介をしてください。 

〔職員自己紹介〕 

○委員長 それではよろしくお願いします。ほかには、以上でいいですか。 

 それでは審査に入りますが、円滑な議事の進行に御協力をいただきたいと思います。説明、それから質疑、そ

れから答弁、それぞれ簡潔、明瞭にお願いするよう御協力をよろしくお願い申し上げます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第１号 平成２２年度塩尻市一般会計歳入歳出決算認定について中 歳入全般、歳出１款議会費、２款

総務費（１項総務管理費１４目人権推進費及び１６目市民交流センター費を除く）、３款民生

費中１項社会福祉費７目楢川保健福祉センター管理費、８目老人医療事務費、９目国民健康保

険総務費、１０目後期高齢者医療運営費及び４項国民年金事務費、４款衛生費（１項保健衛生

費６目環境保全費のうち合併処理浄化槽設置事業及び２項清掃費１目し尿処理費を除く）、９

款消防費、１２款公債費、１３款諸支出金、１４款予備費、財産に関する調書 

○委員長 それでは、議案第１号平成２２年度塩尻市一般会計歳入歳出決算認定について、当総務環境委員会に

付託されました部分について審査をさせていただきます。説明を求めます。 

○財政課長 決算書のほうの説明に入ります前に、決算概要について御説明させていただきたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

○委員長 どうぞお願いします。 

○財政課長 それでは、普通会計決算の概要について御説明をさせていただきます。決算説明資料の１００ペー

ジにもございますが、本日は拡大したもの、Ａ３のこちらのものをお手元に御用意をさせていただきましたので、

こちらのほうで大まかに御説明のほうをさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 このＡ３の表につきましては、総務省が地方公共団体全体の財政の状況を明らかにするために全国統一したル

ールに基づきまして決算状況を調査する地方財政状況調査、一般的には決算統計と言われておりますが、その結

果を１枚の表にまとめたもので、通常、決算カードと呼ばれているものでございます。地方公共団体の会計は一

般会計と特別会計に区分して掲示されておりますが、各団体ごとの会計区分、これは決して全国一律ではござい

ません。決算統計では統一的な会計区分といたしまして、一般行政部門の会計を普通会計として整理することと

しておりまして、塩尻市の場合は一般会計のほかに住宅新築資金の特別会計、用地先行取得の特別会計、奨学資
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金貸与事業の特別会計、一般会計とこの３つの特別会計を合わせて一つの普通会計として計上しておりまして、

これら４つの会計間の繰入、繰出金の重複部分は相殺をして処理をしております。したがいまして、決算書のこ

れら４つの各会計を単純合計しても、この合計額にはなりません。重複した繰り入れ、繰り出しの部分は差っ引

いてある関係でございます。そんなことでよろしくお願いいたします。 

（資料「平成２２年度普通会計決算状況」説明） 

普通会計の決算概要につきましては、以上でございます。よろしくお願いします。 

○委員長 普通会計の決算の概要を説明いただきましたが、この件について、今、質問はありますか。よろしい

ですか。では、またいろいろこれから審査していく過程で何か出てきたら御質問をいただきたいと思います。 

それでは、慣例によって歳出から説明をしていただきたいと思います。たくさんありますんで、これも慣例に

よってちょっと区切ってやりたいと思いますが、一般会計のうち歳出１款の議会費、それから２款総務費の３項

戸籍住民基本台帳費まで、ページ数で言うと決算書の１１９ページまで区切って行いたいと思いますので、よろ

しくお願いします。説明を求めます。 

○議会事務局次長 それでは最初に議会費の関係から御説明を申し上げます。資料のほうは決算書が７４ページ、

それから決算説明資料につきましては３３ページになります。最初に決算説明資料によりまして、事業の成果等

ポイントのみ御説明を申し上げます。３３ページになります。１款議会費でございますが、議会活動費といたし

まして、全体で２億１，２１２万円の決算額となっております。前年度対比約８００万円の減でございまして、

その主な要因といたしましては、議員さんお一人、途中退職に伴う報酬の減、並びに人事院勧告による報酬、給

与費等の減でございます。主要事業の成果でございますけれども、本会議や委員会等におけます審議、協議を通

じまして市議会の機能を果たしたということとともに政務調査費によります先進地調査、あるいは講演会等の開

催によりまして議会の活性化を図ったということでございます。また、昨年は議会基本条例特別委員会での検討

を重ねまして、本年１月議会基本条例の制定を行ったところでございます。 

 次に主な事業の内容につきまして、決算書７４ページで説明をさせていただきます。備考欄のほうをごらんを

いただきたいと思います。なお人件費につきましては、人事課のほうで後ほど説明がございますので省かさせて

いただきます。上から３つ目の白丸、議会活動費、主なもののみ御説明申し上げます。上から４つ目の黒ポツ、

費用弁償でございますが２６５万円余、これにつきましては、各委員会の行政視察並びに会議出席に伴う費用弁

償でございます。それから、その下４つ目、印刷製本費でございますが、これにつきましては、議会だよりの発

行ということでございまして２３２万円余、定例会後の翌月発行をしているものでございます。それから、その

下５つ目、会議録作成委託料でございますが４１２万円余、これにつきましては、本会議並びに各委員会の会議

録の作成にかかわる経費でございます。以上が議会費の内容でございます。よろしくお願いいたします。 

○人事課長 引き続きまして決算書７６、７７ページをお開きください。２款総務費１項総務管理費１目一般管

理費につきまして、７７ページの備考欄で説明申し上げます。まず最初の白丸、委員等報酬でございます。嘱託

員報酬１６人分ということで、これにつきましては庶務課の嘱託の運転手、警備員、あるいは分筆担当等の嘱託

員です。 

 その下の白丸、特別職給与費につきましては、理事者分の給料、手当等でございます。 

 その下、職員給与費でございます。一般職員給料８０人分で総務部、協働企画部、また会計課等の職員に対す
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る給与でございます。なお人事院勧告に従い俸給月額で０．１９％減、期末勤勉手当で年間０．２月分の引き下

げでございました。その下の黒ポツ、一般職手当９億７，７００万円余のうち退職手当につきましては、３６人

分７億７，３００万円余として支払いました。 

この後、人件費につきましては、該当科目ごと一般職の正規職員につきましては備考欄に、職員給与費、嘱託

員につきましては委員等報酬ということで、それぞれ計上しております。他の科目にまたがる部分につきまして

は、先ほどの議会事務局分も含めまして各課の説明は省略させていただきますのでよろしくお願いいたします。

以上でございます。 

○庶務課長 同じページの一般管理事務諸経費につきましてお願いいたします。３つ下の消耗品費４３０万円余

りですけども、これにつきましてはコピー用の再生紙、それから印刷用のざら紙やインク代等の購入でございま

す。その下の印刷製本費につきましては、予算書、決算書や封筒等の印刷代でございます。次の７９ページをお

願いいたします。３つ下の電話料でございますけれども、これにつきましては、庁舎関係にかかわります電話料

でございます。それから５つ下の市民総合賠償保険でございますけれども、市の賠償保険、それから市民の社会

活動やボランティア活動の関係の補償保険という形の中で保険を掛けさせていただいたものでございます。３つ

下の自動車等借上料１，３００万円余りでございますけれども、共有車のリース８台分と大型バスを借り上げた

１００回分余りの借上料でございまして、前年と比べまして２６０万円余減額になっておりますけれども、これ

は大型バスのリース等につきまして、年数が一応７年という契約でございましたけれども、それが切れて市有に

なったというようなものが主なものでございます。１つ飛びまして有料道路等使用料につきましては、職員の出

張等の有料道路の使用料でございます。６つ下の東北地方太平洋沖地震義援金でございますけれども、３００万

円でございますけれども、被害の大きかった東北地方の岩手県、宮城県、福島県への義援でございまして３月２

５日に各日本赤十字社を通じまして、本市として被害者へ支援したものでございます。またその下の長野県北部

地震義援金につきましては、県北部で発生しました地震、３月１２日に発生したわけでございますけれども、そ

れで大きな被害を受けました栄村の方に、被害者を支援したものでございます。以上でございます。 

○秘書広報課長 同じく７９ページの中段でございますが、秘書事務諸経費でございます。５３２万５，５８３

円の決算でございましたが、決算説明資料の３３ページもあわせてごらんいただきたいと思います。備考欄の３

行目でございますが、市長表彰等記念品代１６万２，５１２円でございますが、これは市長表彰者への記念品代

９万８，３２０円でございまして、平成２２年度は有功表彰４人、善行表彰３個人と１団体でございました。そ

して義務教育９カ年皆勤者記念品代もございまして、１５人の方、５万５，９６０円も含まれております。６行

目でございますが、交際費７９万３，０２０円でございます。これは市長の対外的活動、交際上必要な経費１７

２件の経費でございます。一番下、信州塩尻会事業負担金３６万８，８５０円でございますが、東京、名古屋、

関西塩尻会の通信、運搬費や会場費等でございます。以上でございます。 

○庶務課長 その下の丸、庁舎施設管理費でございます。次の８１ページからお願いいたします。上から燃料費

７２０万円余りでございますけれども、これは共有車や庁舎等のものです。平成２２年につきましては、燃料費

の単価の値上がりや猛暑、それから厳しい寒さというようなことの中で、１２０万円余りがのしておるというよ

うな状況でございます。 

 次の電力使用料につきましては１，３００万円余り、その次の上下水道使用料３７０万円余りについては、庁
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舎等で使用したものでございます。５つ飛びまして庁舎管理業務委託料６９０万円余りでございますけれども、

これにつきましては、庁舎の清掃、また水質検査等々の業務を委託したものでございます。主な委託料につきま

しては、別冊でお願いしてございます工事請負費等明細書等に概要や期間等がそれぞれ記載してございます。こ

の委託料につきましては、４８ページ以降に記載してありますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 それから１０行くらい下がっていただきまして電話交換業務委託料でございますけれども、庁舎等の電話交換

業務を委託しているものでございます。２つ飛びまして電話交換機借上料、議場放送設備借上料は、債務負担に

よりましてリースをお願いしているものでございます。議場放送設備借上料２３０万円でございますけれども、

平成２２年８月に６年間リースにより設置したものでございます。 

その下の丸、平和記念事業は、平和記念のつどいの講師謝礼や各中学校２名の広島で平和教育研修を行った旅

費等でございます。以上でございます。 

○監査委員事務局長 続きまして８１ページ、上から３つ目の白丸でございますが、固定資産評価審査委員会費

です。支出総額７万８，７８０円でございました。このうち主なものは委員報酬が２万８，５００円で７月に会

議を開催し、委員に対して日額９，５００円の報酬を支払ったものでございます。 

それから費用弁償は４万４，２８０円で、名古屋市で開催されました固定資産評価審査委員会運営研修会に委

員３人が参加した際に、それぞれの委員に対して支払ったものでございます。以上です。 

○秘書広報課長 同じく８１ページの下から２つ目の丸でございますが、都市交流事務諸経費でございます。３

２万１，７９０円の決算でございますが、その３行目でございますが、都市交流協会補助金２０万円でございま

す。これは姉妹都市等との親善交流事業等に要する経費に対する協会への事業補助金でございます。以上でござ

います。 

○人事課長 続きましてその下の白丸、職員支援事務諸経費３２５万円余でございます。最初の退職職員等記念

品代につきましては、職員の表彰規定に従いまして、退職職員並びに２０年の永年勤続となった職員に対する記

念品でございます。８３ページ、上から４番目の公金総合保険料ですが、公金の輸送中、あるいは保管中の損害

に対する保険で、人口一人当たり２円３０銭を掛けているものです。損害に対する補てんは、直近の決算額の２

０％を上限で、かつ１００億円を上限としているものです。その下の職員採用試験事務委託料につきましては、

財団法人日本人事試験研究センターに教養試験、専門試験、職場適応性検査につきまして事務委託しているもの

で、昨年度、職員採用試験には応募者２４０人に対して、この４月から採用２９人という結果でございます。そ

の下、ＩＤカード作成委託料につきましては、職員証の作成委託料でございます。就業管理システム保守委託料

と使用料ですが、職員の出退勤の管理のために職員証を用いまして管理しているものでございます。以上でござ

います。 

○庶務課長 その下の丸、庁舎施設管理費（繰越）分でございますけれども、これにつきましては、平成２１年

度より繰越明許により繰り越された予算でございまして、主な事業につきましては、５階の電話機械室のアスベ

ストの除去工事を行ったものでございます。これによりまして本庁舎からは、すべてアスベストについては除去

されたということでございますし、そのほかに庁舎の地上デジタル化の対応工事も行ってございます。また営繕

修繕料につきましては、主な工事請負費等につきましては、先ほど申し上げましたように別冊の工事請負費等明

細書に内容や期間がありますので、よろしくお願いしたいと思います。この工事請負費につきましては、１ペー
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ジに掲載しておりますのでお願いします。 

それから、その下の丸の文書事務費でございますけれども、消耗品費１９０万円余りにつきましては、法令集

等の追録代等でございます。また郵便料２，５００万円余りでございますけれども、これにつきましては庁内か

ら発送される郵便料のうち、庶務課で共有している郵便料でございます。またその下の例規管理システム委託料

３６０万円余りでございますけれども、これにつきましてはシステムサーバーの使用料、サーバーの保守管理、

それから例規の更新にかかわりますデータの更新の委託料等でございます。以上でございます。 

○秘書広報課長 その下の丸印でございますが、広報広聴活動事業２，８５１万９，２５０円の決算でございま

すが、これは広報広聴活動に要した経費でございます。８行目の印刷製本費でございますが、１，５７３万２０

４円でございますが、毎月２回発行、８月１５日号と１２月１５日号は休刊でございますが、その２回発行の広

報しおじり２万２，０００部の印刷費でございます。中段でございますが、オフトーク通信放送広報料でござい

ますが、３１４万７，４８０円でございます。農事放送農協のオフトーク通信によりまして市からのお知らせと

か緊急情報１，１０７件を発信いたしました。２つ下の広報配送仕分作業委託料１５０万７，８７５円と広報配

布委託料５１０万５，５４２円でございますが、これは広報紙の仕分け、発送作業をシルバー人材センターに委

託したものでございます。以上でございます。 

○会計課長 では決算書８４ページ、８５ページをお開きください。３目会計管理費になりますけれども、その

うち一番下の黒ポツ、備品購入費になりますけれども、これは窓口用のレジスターを１台購入したものと、それ

から支払いデータ等を八十二銀行に送信するためのソフトウェアを買いかえたものです。以前にも一部ソフトウ

ェアを使っておりましたけれども、このソフトウェアに限界がありまして、限界を超えた２２事業につきまして

は、フロッピーディスクを作成し、それを交換することによって支払いをしておりましたけれども、平成２３年

度より有料になるということからソフトウェアを購入し、処理能力を上げて対応してきたものです。以上です。 

○財政課長 続きまして財政管理事務経費につきましては、一般の事務経費でございます。 

その下の市民公募債発行事業につきましては、しおじりワイン債の発行２億円にかかる経費でございまして、

購入者の景品代６４万３，０２３円、取り扱い金融機関への発行事務手数料１７２万３，８１６円、景品郵送料

１２万４，０００円でございます。 

次の財産管理事務諸経費でございますが、下から３つ目の全国市有物件災害共済会分担金７１０万４，８４７

円につきましては、市の公用車１５０台と建物２４２施設に対しての保険掛金でございます。その下の公営住宅

火災共済分担金８０万６，１６５円は、市営住宅１０４棟、４４２戸分の保険掛金でございます。また、その下

の特殊建物定期報告委託料１０５万５，２５０円につきましては、建物の用途により２年に一度のものと３年に

一度のものがございますが、建築基準法に基づきまして、施設の防火構造等について点検をするものでございま

して、平成２２年度につきましては、日の出保育園ほか１５件の点検を行ったものでございます。ページをめく

っていただきまして、上から２つ目のポツの市道分筆測量等委託料５７２万３，３３０円につきましては、公民

館中屋敷線等、以下お示しの路線の分筆測量を行ったものでございます。土地等賃借料４，１３３万４，６８２

円につきましては、また後でごらんいただきたいと思いますが、決算説明資料の７０ページ、７１ページに詳細

が載っておりますので御確認いただきたいと思います。 

 次に基金積立金でございますが、これにつきましては決算説明資料のほうをごらんいただきたいと思いますが、
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２９ページのほうを恐れ入りますがお開きください。決算説明資料の２９ページでございます。基金運用状況と

いうことでございます。表内の一番上の財政調整基金につきましては、平成２１年度末残高２１億２２８万７，

０４５円に対しまして、平成２２年度は積み立てでございますが、４，０８４万５，６８９円を積み立ててござ

います。取り崩しの欄を見ていただきますと取り崩しはございませんので、平成２２年度末残高は２１億４，３

１３万２，７３４円ということで、前年度対比で４，０８４万５，６８９円の増となっております。以下の基金

積立金の元金の列をずっと縦にごらんいただきますと、大きなものでは４，０００万円ということで減債基金に

積んでございますし、５，０００万円ということで合併振興基金に積み立てをしております。取り崩しのほうに

つきましては、それぞれの基金対応になっております大野田育英基金などから取り崩しをいたしまして、平成２

２年度末の基金総額でございますが、一番下の列の右から２つ目の箱になりますが４７億８，１３３万６９円、

こうなったものでございます。以上です。 

○企画課長 決算書８８ページ、８９ページ、説明資料のほうで３５ページになりますがお開きください。６目

企画費についてですが、決算額では全体で２，３１８万９，９６０円でありました。これにつきましては、前年

度、市制施行５０周年記念事業がありましたもので、平成２２年度分につきましては、８．１％ほどの減になっ

ております。 

では、中のほうを説明させていただきます。２つ目の丸でありますが、企画事務諸経費１，８４０万５，００

０円余であります。その中の中段あたりの行政評価システム運用委託料２６９万８，０００円余につきましは、

財源を緊急雇用創出事業補助金を充てまして、特定非営利法人ＳＣＯＰに委託して後期基本計画の進捗管理に当

たっての評価システムの見直し等を行ったものであります。その下、ふるさと寄付金ＰＲ事業委託料３３３万９，

０００円は、財源といたしまして先ほどと同様に緊急雇用創出事業補助金、これを活用いたしましてホームペー

ジやはがき版によりますリーフレット等を活用して本市の魅力を広く発信して、ふるさと寄付金の制度や意義を

広くＰＲして啓発を図ったものであります。その下、松本広域連合負担金１，１９７万７，０００円につきまし

ては、松本広域連合への議会総務費にかかわりますところの負担金を支出させていただいたものであります。 

次にその下、未利用地等対策事業４６１万３，０００円余であります。中の旧人材育成エリア等維持管理委託

料３０万１，０００円につきましては、これを敷地内の周辺の清掃、草刈り等につきまして、シルバー人材セン

ター等へ委託して行ったものであります。その下、柿沢苗圃跡地維持管理委託料につきまして２２万６，０００

円余、これにつきましても草刈り等を２者に委託して行ったものでありまして、なお、これにつきましては、本

年度から御案内のとおり、民間、五一ワインさん等へお貸ししていますので、なくなるものであります。その下、

重機借上料８０万円、施設整備工事１７８万５，０００円、補修用資材１０６万円余、これらにつきましては、

柿沢苗圃跡地の貸与に対しまして作業道、用水路等を整備してお貸しをしたものでございます。以上でございま

す。 

○情報推進課長 引き続き決算書８９ページと決算説明資料３５ページをごらんください。白丸、住民情報等電

算処理システム運用事業でございます。これにつきましては、ホストコンピューターで１６業務を行っている内

容のものでございます。４番目の黒ポツでパンチオペレート業務委託料でございますが、データ作成で１６万３，

０００余のパンチ件数をしていただいたものでございます。次に技術支援委託料でございますが、ホストコンピ

ューター等の問い合わせや住民基本台帳ネットワークシステムのバージョンアップ、ＯＣＲ等の問い合わせ等を
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対応していただいたものでございます。下から２番目の黒ポツで電算機器使用料でございますが、これについて

は、中央処理装置や端末機１３４台分、中速プリンター２台分等のリース料でございます。 

 次のページ、９１ページをごらんください。次の白丸で行政情報等ネットワークシステム整備事業でございま

すが、内部情報系のシステム及びホームページ等の情報提供システムの関係の事業でございます。２つ目の黒ポ

ツの２番目の行政情報提供システム保守料については、ホームページや声の広場、緊急メール等の保守、システ

ムサーバーの保守料でございます。次の黒ポツでパソコン等使用料につきましては、パソコンのリース料でござ

いますが、３５０台分とプリンター等のリース料でございます。次の黒ポツで財務会計等システム使用料につき

ましては、財務会計システムのリース料、サーバー等のリース料、情報提供システムのリース料等でございます。 

 次の白丸で塩尻情報プラザ・ネットワーク運営事業でございますが、情報プラザ、市内の光ケーブル網の管理

運営を指定管理者へ委託しているもので、委託６年目に至っております。真ん中辺の黒ポツで指定管理委託料で

ございますが７，４５５万円委託をしております。なお来館者数につきましては、平成２２年度については２万

１，１４１人、平成２１年度と比べて６，０００人弱減になってございます。ＩＴ講習については４月から９月

までの前期の一般向けの講習と、あと企業向けの研修等を行っておるものでございます。 

 次の白丸で電子市役所構築事業でございます。４番目の黒ポツでＳＢＣサーバ等使用料につきましては、サー

バーベースドコンピューターと言いまして、サーバーで業務を行って端末側は画面表示するだけの、そういうシ

ステムでございますが、そのサーバーライセンス及びＰＣＢパソコンの管理システム等の使用料、リース料でご

ざいます。次の黒ポツの総合行政ネットワーク運営負担金の長野県電子申請届出サービス利用負担金について１

２８万円余ですが、電子申請の５８手続きで１，０１５件の利用がございました。 

 次の白丸で情報処理システム再構築事業でございますが、平成１９年からホストコンピューターから再構築し

た税システム等、ほかに２８業務について、平成２１年までに処理した分と平成２２年度について、福祉医療、

受益者負担金、保育料、霊園使用料管理システム等の再構築した分でございます。次の９３ページに移っていた

だきまして、電算機器使用料につきましては、税システム等のサーバーシステム等のリース料が入ってございま

す。 

 次の白丸、情報処理システム再構築事業ということで繰越という表記になっておりますが、子ども手当システ

ムの関係の改修費用、委託のものでございまして、６８７万円余の額になっております。以上でございます。 

○地域づくり課長 続きまして８目の地域づくり振興費をお願いいたします。白丸、地域づくり推進事業の主な

ものとしましては、上から２番目の臨時職員賃金１２９万４，８００円がございますが、これは臨時職員１名分

の賃金でございます。次に上から１０番目の一般コミュニティ助成事業補助金２５０万円がございます。これに

つきましては財団法人長野県市町村振興協会が実施しましたコミュニティ助成事業への間接補助でございまして、

長畝区が伝統文化の継承と青少年の健全育成を目的といたしまして、小太鼓、篠笛、さらにのぼり用のポールを

整備したものでございます。その下、ふれあいのまちづくり事業補助金４２３万円につきましては、各区が本市

の補助制度を活用して行った事業に対する補助金でございまして、大門田川町では公民館のアプローチの通路の

改修で８０万円を補助しました。そのほか１５件の補助金の累計額でございます。 

その下白丸、コミュニティ施設等整備事業につきましては、防犯灯の設置及び改修にかかわる補助金でござい

まして、一般、それから指定防犯灯合計１４６灯に対しまして、１３７万９，０００円を補助したものでござい
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ます。その下に指定防犯灯の電気料金の補助がございます。市内には一般防犯灯と指定防犯灯がございますが、

そのうち指定防犯灯に限り電気料金の補助をしております。６０１灯で２８１万９，６５６円でございました。 

その下白丸、行政連絡諸経費につきましては、行政連絡長報酬６６人分で２，９１６万５，７５０円が主なも

のでございます。続いて９５ページをお願いします。上から６つ目になりますけれど行政連絡委託料、これにつ

きましては行政事務連絡や広報紙等の文書配布にかかわる委託料でございまして、１，６９５万１，１９０円で

ございました。 

 その下の白丸、地域審議会事務諸経費につきましては、楢川地域審議会の委員報酬２０人分、３回分で１４万

７，４００円でございます。 

続きまして、その下９目の支所費をお願いします。片丘支所管理運営費から１０３ページの楢川支所管理運営

費までございますけれど、各支所共通して管理運営にかかわる経費でございます。片丘支所を例にとって御説明

いたします。９５ページになりますが、片丘支所管理運営費、上から２番目臨時職員賃金につきましては、支所

の臨時職員１名分の人件費でございまして、１３１万５，６９５円でございます。８番目の電力使用料につきま

しては、支所の電気料でございまして、５１万６，１９３円でございます。中ほど、少し下に清掃委託料６４万

２，６００円がございますが、これにつきましては、支所の清掃にかかわる委託料でございます。以下、広丘支

所から楢川支所までほぼ同内容でございますので、それぞれの支所については、説明は省略させていただきます。

以上です。 

○くらしの相談室長 続きまして１０目生活支援対策費をお願いします。決算書の１０２ページから１０５ペー

ジまでありますけれども、決算説明資料につきましては３６ページです。初めの白丸、消費生活対策費ですが、

主なものといたしまして、下から２つ目の黒ポツの印刷製本費、これにつきましては、啓発用パンフレット４種

類を購入させていただいたものです。続きまして消費者団体補助金、これにつきましては、塩尻消費者の会への

補助金を８万円交付したものであります。 

 次の白丸、生活支援活動費ですが、初めのシチズンサポーター報酬、社会保険料につきましては、ポルトガル

語の通訳１名分にかかわるものです。一番下の黒ポツの法律・特設合同相談員謝礼につきましては、法律相談３

１回、特設合同相談１回にかかわる謝礼になっております。次に１ページめくっていただきまして、１０５ペー

ジの備考欄になりますが、一番下から２つ目の上の黒ポツ、自動車等借上料、これにつきましては法律相談にか

かわる弁護士の帰路の送迎につきまして、庶務課の運転手さんにお願いしているわけでありますけれども、都合

が悪い時にタクシーを使ってお送りいたしたものです。８回分になります。以上です。 

○人事課長 続きまして１０４、１０５ページの１１目職員厚生費をお願いいたします。嘱託医報酬につきまし

ては、労働安全衛生法に基づきまして、従業員５０人以上の企業等につきましては１人産業医を配置するように

なっておりますので、田村内科医院に委嘱しております。 

 その下の白丸、職員健康管理・福利厚生費ですが、４つ目の黒ポツ、健康診断料につきまして、長野県健康づ

くり事業団及びＪＡ厚生連等に健診委託をいたしまして、職員のヘルススクリーニングを年２回、循環器系検診

を年２回、延べ４日、それとがん検診等を実施したものに対する支払いです。その下のメンタルヘルスカウンセ

リング委託料につきましては、メンタルヘルスを月１、２回実施しております。１回につき５人の職員のカウン

セリングを行っておりまして、年間、延べ８０人が産業カウンセラーに受診しました。 
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 その下の白丸、職員共済組合補助金ですが、地方公務員法で福利厚生事業を推進するということで、職員体育

部に対する補助を行いました。 

 次に１０７ページ、１２目職員研修費ですが、最初の講師謝礼につきましては職員研修に対するもので、その

下の特別旅費につきましては、研修にかかわる旅費等に対するものです。研修委託料につきましては、ビジネス

コンサルタントなど専門の研修コンサルタントへの委託でございます。その下、諸研修会参加負担金につきまし

ては、自治大学校や市町村アカデミーへの納入金、負担金であり、一番下の各部課派遣研修負担金１５０万円余

につきましては、日本経営協会等専門の研修機関への派遣、８１コースに対する負担金でございます。以上です。 

○消防防災課長 引き続き１３目防災防犯費をお願いいたします。決算説明資料につきましては、３７ページで

ございます。備考欄最初の１つ目の白丸、委員報酬４万２００円でございますが、防災会議の委員報酬でござい

まして、２回開催し、延べ１２人分でございます。 

 次の白丸の防災防犯諸経費３８１万円余のうち７つ目の黒ポツ、楢川地区移動系無線局再免許申請委託料１３

万６，０００円余でございますが、これにつきましては、５年前の更新委託料でございます。それから２つ飛び

まして塩尻朝日防犯協会負担金２２０万円、これにつきましては塩尻朝日防犯協会への本市の負担金でございま

して、地域防犯活動や子供の安全対策を推進するための負担金でございます。 

 次に３つ目の白丸、防災施設・設備等整備事業３億６，６１７万円余の内訳といたしまして、６つ目の黒ポツ、

地域防災無線保守管理委託料４１４万円余でございますが、これにつきましては旧塩尻市地域の防災無線保守点

検委託料１９９万円余でございます。１０９ページをお願いいたします。旧楢川村防災無線保守点検委託料２１

５万円余でございます。１つ飛びまして、同報系防災行政無線施工監理業務委託料３３２万円余でございますが、

これにつきましては、防災行政無線整備工事の監理委託料でございます。次に６つほど下がりました同報系防災

行政無線整備工事３億４，６５０万円と一番下の白丸、防災施設・設備等整備事業（繰越）分４，１５８万円で

ございますが、これにつきましては、平成２１年度、平成２２年度と２カ年事業で整備をしてまいりました同報

系の防災行政無線工事費でございます。設計監理、工事費を合せましての総額は４億２，２２０万円余でありま

して、本年３月から運用を開始しており、今後も効果的な運用を図ってまいりたいと考えております。それから、

その下の防災行政無線バッテリー交換工事４３５万円余につきましては、楢川地区の防災行政無線で、支所にあ

ります親局一式と峠山にあります中継局一式及び屋外子局２０式のバッテリーを交換したものでございます。１

つ飛びまして防災備蓄倉庫対応備品購入費３３３万円余でございますが、これにつきましては昨年新設をされま

した広丘小学校体育館に毛布１８０枚ほか、マンホール対応型トイレ、ワンタッチパーテイションを整備したも

のと、市民交流センターに担架等レスキューキットを整備したものでございます。以上、防災防犯費の主なもの

について申し上げました。 

○秘書広報課長 同じく１０９ページの１５目国際交流推進費をお願いいたします。国際交流員設置事業でござ

いますが、５６３万６，３５３円の決算でございました。その１行目、国際交流員報酬４３５万４，８１７円で

ございますが、国際交流員の報酬でございまして、平成２２年度は８月５日まで３年間御活躍いただきましたイ

ーノン・チェンがおやめになりまして、その後、ピフェン・チュアンさんが現在に至るまで御活躍をいただいて

おりますのでお願いいたします。その一番下でございますが、自治体国際化協会負担金でございます。１８万２，

９０１円でございますが、これにつきましては国際化協会の負担金が７万２，０００円、そして、このピフェン・
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チュアンさんの渡航費の負担がございまして、渡航費負担金として１１万９０１円でございます。なお国際交流

員の活動内容につきましては、説明資料の３７ページのほうをごらんいただきたいと思います。以上でございま

す。 

○監査委員事務局長 それでは少しページをめくっていただきまして、１１４、１１５ページをお開きいただき

たいと思います。決算説明資料は３８ページの一番下になりますが、１７目公平委員会費につきましては、決算

額が３６万６，４６３円でございました。このうち委員報酬の１５万２，０００円につきましては、委員３人に

会議や研修会に出席いただいた際に、それぞれ日額９，５００円の報酬を支払ったものでございます。 

それから委員会運営事務諸経費につきましては、支出総額が２１万４，４６３円でした。このうち主なものは、

会議や研修会に出席した際の旅費が６万８，８６０円、費用弁償が５万３，３８０円、会議出席負担金が５万３，

０００円、全国公平委員会連合会負担金が３万１，０００円となっております。以上です。 

○税務課長 その下２項徴税費ですけれども、地方税の賦課徴収のうち私からは賦課にかかわります主なものの

み御説明申し上げます。決算書はめくっていただいた１１６、１１７ページ、説明資料は３９ページになります。

備考欄一番上の白丸、賦課徴収事務諸経費でございます。中段の黒ポツになりますけれども、地方税電子化シス

テム初期導入委託料です。国税の電子化に伴いまして、本年の２月、３月の時期の所得税の確定申告につきまし

て、従来の複写分離方式から電子化にされました。これに伴いましてデータの収受に当たりシステムを導入した

費用でございます。その下の少し飛びまして、地方税電子化システム使用料でございます。平成２１年１０月か

らスタートをした市県民税の公的年金からの特別徴収、それともう一つ、今御説明した国税連携に伴う確定申告

データのデータ、これらデータの収受にかかわるものでございます。２つ飛びまして市税還付金でございます。

前年度と比較をいたしまして５，９００万円余減となっておりますが、これは法人市民税の還付が減ったことが

主な要因となっております。 

 次の１１８、１１９ページをごらんいただきたいと思います。白丸、固定資産評価替等対応事業、１つ目の黒

ポツであります評価替等対応事業委託料でございます。経常的な業務としてのいわゆる土地や家屋の経年異動の

更新のほか、平成２４年度が評価がえの年になりますので、これに向けました業務委託、あるいは市内ほぼ全域

を対象といたしました航空写真撮影業務委託などでございまして、株式会社パスコ長野支店に委託をしたもので

ございます。その下の黒ポツ、標準宅地不動産鑑定委託料、内容的には２点ございます。１つは、時点修正のた

め平成２２年７月１日現在で実施をいたしました簡易鑑定、もう一つは、平成２４年度評価がえに向けまして、

平成２３年１月１日現在で実施をいたしました本鑑定、この２点でございます。いずれも宅地の下落状況を把握

をするために社団法人長野県不動産鑑定士協会に委託をし、実施したものでございます。結果といたしまして簡

易の鑑定ではすべてのポイント、２３０地点で下落がございました。それにつきましては、平成２３年度の評価

額にその下落を反映をいたしました。本鑑定につきましては３年ごとの鑑定でございますので、３年前と比較を

し、同じく全ポイントで下落がございまして、来年の土地の評価がえに反映することとなります。以上です。 

○収納課長 同じく決算書１１６ページ、１１７ページの賦課徴収事務諸経費の中で徴収事務にかかわる項目で

ございます。１１７ページ中ほど少し上にございます口座振替手数料４９９万４，０００円ほどでございますけ

れども、これにつきましては、市税の収納に当たりましての口座振替手数料１件１０円、また金融機関等への窓

口の納付書の支払い件数、１件３０円を金融機関に支払ったものであります。その３つ下の黒ポツ、インターネ
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ット公売落札手数料１２万２，０００円ほどでございますけれども、これにつきましては、９回実施したネット

公売による手数料でありまして、株式会社ヤフーへ落札額の３％プラス消費税を支払ったものでございまして、

平成２２年度は不動産１件を含む５５件を売却し、３５５万円ほどの税を充当したものであります。以上であり

ます。 

○市民課長 次のページ１１８、１１９ページをお願いいたします。戸籍住民基本台帳費の３つ目の白丸、戸籍

住民基本台帳事務諸経費につきまして、大きな費用について申し上げます。黒ポツの下から５番目の戸籍電算化

事業委託料３，４５０万円余につきましては、平成１８年１０月から稼働いたしました戸籍の電算化に伴うもの

でありますが、リース期間が平成２２年度をもって終了することから、平成２３年度より住民基本台帳システム

に統合することで、平成２３年度以降、事業費の削減を図っているものであります。なお昨年１０月から市民交

流センターにおきまして住民票等の交付が始まっていますので、その件数を申し上げます。決算説明資料２６ペ

ージに掲載してございますが、月平均約７８件の交付実績となっております。以上でございます。 

○委員長 ここまでで区切ります。説明を受けました。委員の皆さんから質問がありましたら。休憩か。それと

先ほども言い忘れちゃいましたけれど、職員の皆さんね、関係するところ以外は、自由に迷惑にならないように

出入りしていただいて結構ですからお願いいたします。 

 それでは１０分間休憩いたします。午前１１時１３分。 

午前１１時０３分 休憩 

――――――――――― 

午前１１時１２分 再開 

○委員長 それでは、休憩を解いて再開いたします。委員の皆さん、質疑を行います。委員の皆さんから質問等

ありましたらどうぞ。１１９ページまでのところでね。 

○丸山寿子委員 ９１ページの塩尻情報プラザ・ネットワーク運営事業ですが、やはり塩尻インターネットが３

月３１日で終了したんですけれど、いち早く割とこの事業に取り組んで先進的にやってきて、大変市民の皆さん

の中で活用されて非常によかったというふうに思っているわけなんですけど、ただ終了した時にですね、やはり

ちょっと戸惑った人もいるんではないかと。行政のほうは十分に周知をしたようでいても、意外とうっかりして

というようなこともあったんではないかと思うんですけど、そういったような何か問い合わせとか苦情とか、何

かあったかどうかについて教えていただきたい。 

○情報推進課長 周知期間が平成２２年の半年間だったわけですが、その間件数として８１件問い合わせ等、電

話の問い合わせが来て問い合わせ等ありまして、その廃止に伴って代替手段はないかとかですね、メールの転送

というか、アドレスの変更をどうしたらいいかとか、そういうような問い合わせがございました。指定管理者の

ほうで対応してもらったのと情報推進にあったのとございました。 

○丸山寿子委員 ３月３１日以降の問い合わせというのはありましたか。 

○情報推進課長 多少ございましたけれど、件数まではちょっと把握しておりません。 

○丸山寿子委員 普通のメールアドレスもなんですけれど、ホームページの場合に、一般にホームページを持っ

ている人が別のところに契約した時には、前のところが生きていれば飛ぶことができるんですが、全くなくなっ

てしまったもんですから、それでホームページが飛ばなくなってしまったとか。前のどうしてもホームページの
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アドレスのほうに行ってしまうので、飛ぶことができないというようなこともあったりしたわけなんですが、そ

の辺はなかなか、やはりまだまだインターネットというのは、使いこなせられていないというような中で、もう

少しその辺、ちょっとしつこいくらいに周知していただきたかったなというように、ちょっとそういった声も聞

いたんですが、そういった問い合わせはなかったですか。 

○情報推進課長 ホームページにつきましては、１６６ユーザーなんですけれども、法人関係です。移転確認後

にサーバーから削除するような感じで作業をしていただきました。 

○丸山寿子委員 法人には連絡したというのは聞いたんですけれど、個人にはできる状況でなかったのかどうか

だけ教えてください。 

○情報推進課長 係長のほうから。 

○情報企画係長 個人につきましては、全件対応がちょっと可能な件数ではないのと、運用が確実かどうかとい

うのが理解ができなかったので、それについては対応を行いませんでした。法人につきましては、業務等で使っ

ているということを考慮しまして全件確認をさせていただきました。以上です。 

○丸山寿子委員 済みません、今後別にこういったことはないからあれなんですけれど、半年かけてね、周知し

たとは言っても、やはりどうしても抜け落ちてしまう部分があると思うので、こういうようなことがあった時に

は、変更するような時には、できる限りいろんな手段を使って、できる限り周知をしていただくようにお願いを

します。要望です。 

○委員長 要望ですね。 

○柴田博委員 同じ情報プラザの関係なんですけれども、指定管理料７，４００万円余ということなんですが、

開館してから大分もう時間がたつわけですけれど、今現在で情報プラザが果たしている役割っていうんですか、

その辺をどういうふうに、どんな役割を果たしているかっていうようなことをちょっとわかりやすく説明しても

らいたいんですけれど。 

○情報推進課長 一応情報プラザの管理ということで、情報プラザには一応ネットワークの機器類があるんです

けれども、中心、心臓部になります。あと、その管理をしていただいている関係がございますし、市内に光ケー

ブルを１２２キロメートルくらい引いているんですけれども、そのメンテナンス、管理、例えば、枝が引っかか

っているようなのを巡回して回ってもらったりとかして、その作業をしてもらったりとかもしております。また

ギャラリーとか研修も、研修については、今回えんぱーくへ一部移ったんですけれども、えんぱーくでは個人向

けの研修等も行っておりますけれども、情報プラザでは企業向けを主体にアクセスというような難しいような研

修を開いてもらったりもしております。あと、えんぱーくでは、なかなか技術相談みたいのができないんですけ

れども、情報プラザにはかなり技術のある方もいるもんですから、技術サポートっていうかですね、技術相談と

いうようなものを行っております。以上です。 

○柴田博委員 それとですね、あと指定管理している主な業務内容と、それからその指定管理料の内訳みたいな

もの、その業務内容ごとの内訳みたいなのがわかったら教えてもらいたいんですけど。 

○情報推進課長 歳出の内訳ですが、水道光熱費が５００万円余、清掃業務等が１１０万円余、あと設備整備点

検ということでエレベーターの保守とかですね、ネットワーク機器の保守、あと防災設備点検等あわせて１，８

４０万円余、あと設備の借り上げということで２５０万円余、ＩＴの講習の関係で９０万円余ありますし、通信
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料ということで、上流の回線の通信料とかで５４０万円余、その他の経費がありまして、２００万円余ありまし

て、あと人件費ということで２，９００万円余という内訳です。今の数字ではちょっと消費税は入っていません。 

○柴田博委員 そうすると、目に見えない部分での役割というのは大きいと思うんですが、今後、情報プラザの

運営について、１階のところでは市民が自由に行ってパソコンを使えるというようなこともあるわけですけど、

今後の、何て言うんですかね、位置づけっていうのは変わっていくような方向にあるんですか。それとも今のま

まずっと同じような形で指定管理に出して運営していくっていう状況でしょうか。 

○情報推進課長 一応ギャラリーについては、今後の利用状況みたいなものは見てはいきたいと思うんですが、

先ほども話しましたが、えんぱーくではちょっと技術的なサポートみたいなのができないとしてたもんですから、

そういう技術的なサポートとかですね、引き続き企業向けのサポートというか、振興というかそういうような形

の位置づけで考えて、今おります。 

○委員長 いいですか。 

○柴田博委員 はい。ちょっと違う件で、９３ページのふれあいのまちづくり事業補助金についてですけれども、

例えば、ほか１５件と書いてあるんですけど、どんなものがあるか、どんな具体例をちょっともう少し出しても

らえるとありがたいんですけど。 

○地域づくり課長 ほかにどのような事業が実施されたかということでございますけれど、金額の大きなものと

しましては、高出地区が安心・安全のまちづくり事業ということで、事業規模５０万円の事業を実施してござい

ます。あと高出四区がふれあい広場の整備、それから贄川地区が贄川宿の水辺環境の整備事業で２５万２，００

０円、それから奈良井区がですね、奈良井城主の招へい事業という事業をしまして、補助金額４６万６，０００

円というような、ほかにあと野村区がですね、野村区の運動公園のバックネットの修理をしまして、これに５８

万９，０００円、というような実績がございます。 

○柴田博委員 それで、これ多分申請があった分、全部が補助を受けているわけじゃないというふうに思うんで

すけども、その辺の、何て言うんですか、考え方というか、どんなものに補助を出すっていうようなものなのか。

それとあと、今、説明された幾つかの件がもし一覧表になっていれば、資料として後でほしいんですけれども。 

○地域づくり課長 資料につきましては、また後ほど一覧でお出しいたします。それで、毎年８月に翌年度の事

業要望ということでお出しをしていただきます。昨年、平成２１年度に出された要望の中で、交付にならなかっ

たものとしましては、いわゆる、一応、交流目的としてバスハイクを行うという事業がございましたけれど、内

容はですね、バスの借上料ということで、バスを借り上げて観光地のほうに行くバスの借上料でございましたの

で、それについては、基本的には個人負担すべきものという解釈で御遠慮願ったのが１件と、あと一応ですね、

事業につきましては３年まで継続を認めて、３年累計で８０万円という一応基準がございまして、１つの区で新

規の事業としてお祭りを実施されるということで申請がございましたけれども、８０万円の累計に達したもので

すから、それについては、一応対象から外させていただいたという経過がございます。以上でございます。 

○金田興一委員 ９５ページからの支所費の中で電話料について、対前年から減ってるところが１つ、微増が１

つ、あとは２割、４割、６割、多いところは２３９．６％というように電話料が各支所ともふえているんですが、

これは原因は何でしょうか。 

○地域づくり課長 厳密な分析は申しわけございませんが、してございませんけれど、それだけ多く仕事に活用
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していただいたということだと思います。 

○金田興一委員 気持ちはわかるんですがね、例えばね、２３９．６％のところは、前年が７万９，５５２円が

１９万６１５円、２．４倍仕事を頑張ったってことかね。それからもう一つね、金額的にも３万、４万、もっと

いっているんですよ。年間５％シーリングって言って、鉛筆から紙からみんな倹約、倹約って言ってる中で、こ

の電話料だけでも、例えば、ざら紙だったら何枚買えると思う。計算してみりゃ驚けちゃうんですよね。 

○地域づくり課長 １点、大事なポイントを落としていましたけれど、今まで支所に置いてあったですね、ＦＡ

Ｘですね、の通信料を市民課の予算で平成２１年度はみておったんですけれど、実際、市民課の証明関係につき

ましては、ＦＡＸでやりとりしなくて支所で交付ができるようになって、残りは税務関係の証明だけが支所では

ＦＡＸで申請書を市役所に送って、それから市役所では、支所のプリンターに直接打ち出しをするという、そう

いう業務に変わってまいりまして、その切りかえと同時にですね、今まで支所で払っていたＦＡＸ料が地域づく

り課の支所のほうへ移ったという要素が１点ございます。それとあとは、いわゆる庁内電話、４けたのＩＰ電話

が各支所にはございまして、それと並行してＮＴＴの一般電話と２つの系統で電話機が設置されてございますけ

ど、庁内電話を優先的に使っていただきますと電話料はかかりませんけれど、一般電話を使用されて発信します

と、その分電話料がかかるという状況下でございます。一番の原因はＦＡＸの使用料の負担の通話料がかかると

考えております。以上です。 

○金田興一委員 今、いわゆる税務関係をＦＡＸっていうことでしたよね。この説明資料の２５ページの税務関

係の証明書の交付件数、いわゆる平成２１年度、平成２２年度で交付件数のうち支所の交付件数もここにも出て

るんですが、ちょっとこれだけ見ると今の話と整合性が合わないような気がするんですよね。 

○地域づくり課長 平成２１年度まで、いわゆるＦＡＸで送ったＦＡＸ料金は市民課所轄の予算で、その料金を

払っていたんですが、平成２２年度からは支所費の中でみるようになったものですから、ここのかかわる証明の

１３件の証明については、その分ＦＡＸ料が支所費に対しては増加したという状況でございます。 

○金田興一委員 わからないのは、私だけ。 

○委員長 ちょっと待って、今の話は、もうちょっと数字でさ、比較してちょっと根拠を示して説明できるよう

にしてくれませんか。支所から管理運営費っていうのかな、報告をどういうふうに分析しているのかっていうと

ころも知りたいし、後で時系列で比較したやつを出して、根拠に基づいて言ってください、今のような説明は。

後で、数字を出していただける。 

○金田興一委員 それぞれ支所で頑張っておられてね、いるっていうのはわかるんですが、一つには社会福祉セ

ンターの重油漏れ事故の時に、やはり数値管理、現場の管理ができてなんだと思うんですよ。それでこれ、２割、

３割、６割、あるいは２４０％近くっていう、こういう数字も細かいようなんだけれども、やはりこういうとこ

ろからきちんきちんと把握をするということは、私は必要だと思うんで、電話料に限らずですが、やはりこうい

う細かいもの、ちりも積もれば山となるという、これは本当に、ここらんところも配慮を願いたいという要望を

して、この件はいいです。 

○委員長 今の要望に返事、答弁してください。 

○地域づくり課長 それでは、先ほどの電話料の移行については比較表をお出しいたします。 

○委員長 違う、違う。電話料だけじゃなくて。 
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○地域づくり課長 あと細かい項目ごとの分析についても、今後、埋めるように分析をしていきますんで、よろ

しくお願いいたします。 

○委員長 ほかに。 

○丸山寿子委員 支所が出てきたのでお願いしたいんですけど、各支所、ピアノの調律が載っているところと載

ってないところがあって、細かいようなんですけど、予算書も決算書も東支所とそれから吉田は載ってまして、

ほかは載ってないんですが。以前質問した時に洗馬については電子ピアノ、講師の御希望で活動がそういった傾

向なので、電子ピアノというふうにはお聞きをしてますが、支所でこう予算の載り方がばらばらなのはどうかと

思うんですけれど、ほかの事業の中でピアノの調律が使われているのかっていうこともあるのかもしれないんで

すが、その辺どんなふうになってますか。 

○地域づくり課長 一応、支所から予算に対して希望が上がったものに基づいて、予算措置をしております。 

○丸山寿子委員 全然答えがわからないんですけどね。だから、東と吉田だけは予算と決算書にちゃんと載って

いて、ほかは載っていなくてなんですが。 

○地域づくり課長 支所によっては、公民館のほうでピアノの調律料を支出してやっている支所もございます。 

○丸山寿子委員 洗馬は多分、今も電子ピアノだから調律がないと思うんですが、ほかのところは、例えば、何

か事業があった時に、その事業の中の費用でやっているのか、どういうふうな。どこか１カ所でもいいから答え

てください。 

○委員長 わかるように。ちょっと答弁、わかるようにして。 

○地域づくり課長 では、支所長の皆さんで、各支所について報告を。 

○牧野直樹委員 ある支所だけでいいよ、ある支所だけで。ない支所があるだで、ピアノを置いてある支所だけ

ね。 

○委員長 ピアノのことだけでいいよ、とりあえずは。 

○北小野支所長 北小野支所ですが、公民館で文化祭をやっておりますので、公民館費のほうで処理しています。 

○委員長 わかった。 

○丸山寿子委員 ほかも同じような感じですか。 

○広丘支所長 広丘支所ですけど、広丘は同じく公民館事業の中で、その事業の予算の中で処理をしているもの

で、それで支所費としては載ってございません。 

○片丘支所長 片丘支所でございますけれども、ふるさとづくり推進費のほうでピアノの調律を年1回やってお

りますので、支所費のほうには載っておりません。 

○丸山寿子委員 わかりました。以前は本当に全部支所費で載っていたのでお聞きをしました。調律をしてない

んじゃないというのがわかったんで、いいです。 

○委員長 いいですか。それじゃ、ほかの質問。 

○五味東條委員 一番肝心なところをお聞きしますけれど。議会のですね、この前の決算では、議員報酬が２４

名というふうになっておるんですが、我々２２名で今当選してたんだけど、どのくらい減るもんだいね、２２名

というのは。議会費というものは。 

○委員長 ２二人減でどのくらい減ったか。 
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○議会事務局次長 報酬でいきますと大体1人６００万円くらいですので、２人でいきますと１，２００万円程

度になろうかと思います。 

○五味東條委員 それでもう一つ議会費で質問するんですが、７５ページの職員研修会負担金というのは、議会

事務局の職員が負担して研修に行くんですか。７５ページの職員研修会負担金。議会事務局の職員がっていうこ

とか。というのはね、例えば職員の研修会というのは１０７ページにもありますよね、職員研修。各部課派遣研

修負担金というのがありますよね。それとの区別がどうなっているのかいうこと。 

○議会事務局次長 ７５ページのですね、下から２行目の職員研修会負担金、これにつきましてはですね、職員

の場合は中信４市の研修会というものを開催をしております。それに伴う研修の負担金でございまして、それ以

外に議会事務局の職員として、例えば研究センターのほうに出張をして研修等をするわけでございますけれども、

その費用につきましては、人事課のほうの研修費の中から支出をしていただいております。以上です。 

○五味東條委員 ということは別の交付額っていうことだね、要するに１０７ページのあれはね。 

○議会事務局次長 そうです。 

○五味東條委員 そういうことですね。私は一番これから言いたいのがですね、要は１，２００万円も、要する

に議会費というのは削れるわけです、来年の、その決算のところにいって。したがってですね、要するに費用弁

償だとか研修費というものをですね、もう少し決算の時の委員会なんだけど、要望として、例えば行政視察だと

かね、そういったものも含めて、要するに来年度予算をする場合に議会費っていうものは前年並みだというよう

な形のですね、いうようなものではなくて、各項目にこれを精査して考えていただきたい。 

○議会事務局長 今、五味委員さんの御質問なんですけれども、平成２０年度ですか、議会改革等研究委員会の

中で議員定数の検討をしてございますし、特別委員会で２４名を２２名に減らすということでもって検討した中

ですね、今の議員報酬、あるいは政務調査費の協議までしてございます。その中では、こういう御時世でありま

すんで、報酬、あるいは政務調査費については現状維持ということでもって、人員削減を２２名をしていくとい

うことでもって、議会特別委員会の中でも検討してきている内容がありますので、それに基づいて実施をして行

くということになりますのでお願いをいたします。 

○五味東條委員 だから私の言うのはね、例えば視察研修にしてみても費用弁償でしょう、これは。それで例え

ば研修費というのは、議員研修費というのはないわけだわ。職員研修負担金ってのはあるけど。だから要は、そ

ういったものを来年度予算に多少考えてもらいたいと。だから来年度予算をするのに前年並みで、ぽっと議会費

はそのままだっていう形じゃなくて、再検討してもらいたいっていうことを言うわけ。 

○議会事務局長 議員研修会についてはですね、そのために政務調査費をお支払いしてますので、議員研修を行

う場合は、その政務調査費の中でやっていただくようになるかと思うんですが。あと今、御意見等ありますけれ

ども、今後は議会の中でもですね、そういうような研究、ちょっとお話等、研究をしていきたいとは思っており

ますけれども、一応、議会費としても５％のマイナスシーリングというものは、これはすべて無視するわけには

いかないもんですから、その辺も加味して検討していきたいということでございます。 

○委員長 五味委員いいですか。 

○五味東條委員 はい。 

○委員長 また予算の前にね、よく議員の皆さんとも御相談いただいて。 
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○五味東條委員 そう、予算をつくる時にね。 

○委員長 予算を組む時、策定段階の時に御配慮いただいて。 

○五味東條委員 前年並みじゃまずいだろう。 

○委員長 ほかに、質問。 

○五味東條委員 全くわからないけれど、８７ページのですね、知恵の交流基金って、知恵の交流基金って何や

るんですか。 

○委員長 ８７ページ。 

○五味東條委員 ８７ページの知恵の交流基金積立金、知恵の交流基金っていうのはどういう事業をやっている

わけ。 

○財政課長 当初つくった時はですね、市民交流センターができますので、そこで行うソフト的な、要は交流経

費っていうか、そんなものに充てたいという目的でつくった基金でございまして、したがいましてオープンした

年度にですね、ほとんどこの基金は充当をしていってるのが現状でございます。 

○五味東條委員 残高もあるでしょう、結構。３６０万円、残が。 

○委員長 説明資料には特に書いてないですね。 

○五味東條委員 例えば、オープンの今の話の。交流センターのための基金で、交流センターが一応もうできて、

知恵の交流を使ったっていう話ですけど、２９ページのね、この基金運用状況からいうとまだまだ残っていると。

どのように使われておるのか。 

○財政課長 先ほど市民交流センターが設立されるに当たってと申し上げましたが、市民交流センターが知恵の

交流の輪を通じた人の交流というような形でやっております。それにほとんど充てましたが、実は平成２２年度

に住民生活に光をそそぐ交付金というのが、国の臨時交付金でもってソフト事業で出ました。この交付金につき

ましては、事業を繰り越して使う場合にですね、基金の積み立ても一部可能ということで、そういった事業を私

ども拾い出しまして県のほうに上げて、そういったものが基金に積み立てられるかどうかっていうことを全部１

件ずつ検査を受けて認められたものがですね、塩嶺体験学習の家等の相談員ですとか、臨時職員賃金、そういっ

たものについて、翌年度使う分について平成２２年度に積み立てて平成２３年度に充てたいということで、そう

いったものが認められましたので、ここに、８７ページの知恵の交流基金元金積立金の１，１００万円は、今申

し上げました国の臨時交付金の住民生活に光をそそぐ交付金分の積み立て分でございます。 

○五味東條委員 今度は、この事業は別にやらないってことだね。名称を変えてやるかもしれないが、知恵の交

流っていうのは、やめるってことですね。 

○委員長 変わるってことでしょ。 

○財政課長 主はですね、先ほど言いました市民交流センター設立の時に、そういったソフト事業に充てたいと

いうのが目的でございました。ただ市民交流センター事業は永遠に続いてまいりますので、元金は少なくなって

きておりますが、一応、ある分について充てていくと。また、例えばですね、市民交流センターの事業に使って

いただきたいというような寄附がもしございますれば、その寄附については、この知恵の交流基金のほうに積ん

でですね、目的にあった事業に充当させていっていただきたいということで、当初のように大きな額は積み立て

るっていうことはございませんが、そういったもので寄附金等があった場合については、こちらにまた積み立て
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て充当させていただくという可能性はございます。 

○委員長 いいですか。 

○務台昭委員 地域づくり課のほうへちょっと質問があるんですが、９３ページ、真ん中より下ですが、一般コ

ミュニティという言葉を使っているんですが、これは特殊コミュニティというのはあるんでしょうかね。こうい

う言葉はちょっと耳慣れないんで、これについて何か説があったらお聞かせいただきたい。これが第一番。それ

から。 

○委員長 まず、いいですか、このところで区切っていただいて。 

○地域づくり課長 この名称でございますけれど、補助金の実施団体でございます財団法人市町村振興協会のほ

うで命名した名称でございます。以上です。 

○務台昭委員 あまりこういう言葉は使わないほうがいいかなと。非常に疑問を持ちます。特殊コミュニティと

いうのがあったらその構図をお示しいただきたいし、それは私の意見を含めてですが。 

次にですね、さっき柴田委員のほうからも質問があったんですが、地域づくり課でコミュニティの推進ってい

うようなことを具体的にやってなさるんですが、なかなか地域では見えません、その姿が。ほとんど見えないと

言ったら失礼に当たりますけれど、見えない状況にあります。もっと先導的に、指導的な立場でコミュニティと

いうものはこういう地域づくりがあるんだと、それでさっき例に出てきた伝統文化の例が出ましたが、これにつ

いてもちょっと私、異議がありそうな気がするんです。というのは、私ども吉田の地区だと神社、神社は、初め

は私は宗教団体だと思って地域に住んだ時に意見を申し上げたら、あれは地域の財産、地域で管理をしてるんだ

と。というようなことで納得したんですが、そういう地域の神社なんかも、例えば伝統文化の継承とくれば、そ

れが匹敵、当たるのかなと。予算を申請すればいただけるものかなと、そういうふうに解釈するんですが、そこ

らの解釈の問題はどうなってるでしょうか、お聞きします。 

○地域づくり課長 特別っていうのが、まずあるかというという問題ですけれど、一般、特別っていうのは特段

コミュニティに対して、そういう区別はございません。 

それと、いわゆる神社の関係でございますけれど、宗教的行事にかかわるものに関しては、これは補助の対象

にはなっていきません。ただし地域の伝統文化の継承ということで、いわゆるお祭りの際の山車とかですね、そ

ういうものに関しては過去においても補助金の対象となった事例がございます。 

 あと、なかなか地域コミュニティの活性化と申しますか、活動の活発化が見えないということでございますけ

れど、各地区の区長会を中心に、地区においては各地区の区長会並びにまた単位の、それぞれの各区においては、

それぞれ各区で地域づくりに日ごろ頑張っていただいておるところでございます。なかなかすぐにですね、画期

的な活性化の事例というのは少ないわけでございますけれど、それぞれ抱えます個別の課題を少しずつでも解決

するように各地区並びに区において、日ごろから活動をされてその積み重ねがですね、その地区のための活性化

につながっていくものと考えております。以上です。 

○務台昭委員 今のお答えにちょっとつけ加えてというか、お聞きをしたいんですが。なるほど社会教育法です

と宗教活動の特殊な支援は公の団体ではできないと、これははっきりしています。けれど、そういう地域の財産

を守るという立場、そういう立場で一つのブロック、区がそれを抱えているという場合にはちょっと特殊なケー

スだと思うんですが、したがって、私は宗教団体、支援しないってことは賛成なんだけれども、広範囲のさっき
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の説明からしますと、それが区の財産であったり、公の地域づくりの財産であるならば、お金をいただいても、

これは不浄なお金じゃないと。これは当然成り立つかなと思ってるんですが、そのあたりの解釈がね、こういう

文面だけとっていくと、先ほどの説明からするとちょっと解せないもんですから、そこらをはっきりとしていた

だいて、また、きょうはそんな時間はありませんので、そういう区長会なり、あるいは公民館長会なり、そのあ

たりで、その話を詰めていただいて、はっきりとした線を出していただきたいと、これはお願いでございます。 

○副市長 逆に御質問をさせていただきたいと言いますか、今の御質問の中で、確かめさせていただきたいんで

すが、宗教法人が持っているいわゆる社とか神社仏閣の中で、区が財産として所有しているものがある、こうい

うことですか。 

○務台昭委員 そうです。 

○副市長 どこの神社でしょうか、具体的に。 

○務台昭委員 吉田は一つしかないもんですから。小さな。 

○副市長 建部社は。 

○務台昭委員 建部社です。 

○副市長 建部社は区の財産でしょうか。 

○務台昭委員 そういうふうに説明されて、私も地域へ住みついたんです。 

○副市長 私どもの解釈だと、あれは神社法人、財産的には神社法人か何かのほうの財産になっていると思いま

すけれど。 

○務台昭委員 私もそういう解釈してたんです。 

○副市長 ですから区の財産ではないと思いますけども。その辺ちょっと確かめさせますが。そういうことです

ね、いずれにしても。 

○務台昭委員 私の受けてきたその範疇でものを申したから、あるいは、今おっしゃっていただいたほうが正し

いかもしれません。ですけれども、地域ではそういう理解をして、私ども来たり者ですから、直接そういうとこ

ろへ聞いて、意見を。 

○金田興一委員 ちょっと私の承知している範囲で参考までに。私が平成１７年ですか、市の区長会長をやった

時に、今そういう関係も全部、市内全域調査をしたことがあります、多分御存じだと思うんですが。その時に区

によっては神社の火災保険料だとか、修理の一部だとかを区費の中で負担している区もございました。全然切り

離してやっているところが多かったんですが、その昔は神社林だとか消防林だとか、そういうために区で持って

て、今はなくなっていますけどね、それでその木材のあれで神社を直したとかという、その名残がずっと来てい

るから火災保険料を払うだとか、修繕費を補助するだとかという区もありました。参考までに。 

○務台昭委員 それで、ちょっとですね、おやっと思うことを申し上げたいんですが。私ども吉田区では、住民

即氏子みたいに、感覚ではそうされております。ですから、神社の寄附金とかそういうものについては、全戸か

らいただくというようなことでお願いしますと。でもいろいろな宗派が中にはありますから、出さないよという

ところは、それは強要して取りませんけれども、一応、区長会長をやったり、上の皆さんは伝統的に、移り住ん

で来ると氏子だよ。知らん間に氏子になっちゃったなんていうような話になるんですが、そういう感覚で歴代ず

っと通って来たのかな。私どもの区だけかもしれませんが、そういうところもあるっていうことで、そこで今ち
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ょっと特殊なケースを申し上げたんですが。私の、言うだけ言いましたんで。雑音になったどうか。 

○副市長 今の判例等はございませんでですね、宗教法人に対して公費を出費して、基本的にいけないというこ

とになっております、判例等ではですね。その辺のものも調べましてですね、後ほどまた御答弁させていただき

ます。 

○務台昭委員 ありがとうございます。 

○委員長 そうですね。いずれにしても実態調査はされたほうがいいと思います。伝統的な自治組織と、それか

ら今の行政っていうのとの区別がつかないようなね、混然としたことについて実態はどうなっているかっていう

のは、さっき金田委員もおっしゃってましたけれど、そういう過去に調査をしたことがあるんなら、そういう調

査の資料も生かしたほうがいいし、ぜひ実態調査だけはきちっと踏まえてやっていっていただきたいと。私から

も要望したいと思います。では、ほかに。 

○金田興一委員 ８９ページのふるさと寄付金ＰＲ事業委託料３３０万円余なんですが、これによって平成２２

年度のふるさと寄付金は、どれくらいあったんですか。 

○企画課長 平成２２年度につきましては８件寄附いただきまして、総額で４４４万円寄附をいただきました。 

○金田興一委員 では平成２２年度の寄附金総額が１，３８０万円余あるわけですが、そのうちの４４４万円が

ふるさと寄付金ということで、４４４万円をいただくために３３３万９，０００円を使ったと。話でいけばね、

そういう形になるんですが、確かにこれは単年度だけで効果が出るものではないんですが、これは国からの雇用

創出の補助金ですか、これを使ったということなんですが、先ほどの説明の中では、ホームページの作成だとか、

リーフレットだというようなお話ですが、現在のホームページ、じき変わるんですが、現在のホームページも私

も見てきたんですが、あれはいつつくったホームページですか。ふるさと寄付金のやつ出てますよね、ホームペ

ージ。あれは、いつの作成なんですか。 

○企画課長 今、委員さん、おっしゃいますとおり交付金事業がありましたんで、それをできるだけ有意義に使

って、この際ふるさと寄付金のＰＲもできないものか。ふるさと寄付金については、どちらかと言いますと寄附

そのものということの目的もありますが、塩尻市を愛着心を高める、塩尻市に目を向けていただく、そういうこ

とをねらいとして発信させていただいた事業で取り組みさせていただきました。昨年度３００万円ほどの費用で

４００万円という単年度効果とすりゃ、その程度だったんですが、今後につきましてもそういったものをねらっ

て継続的に成果が上がっていけばいいのかなということも期待しつつですね、ホームページを昨年度、この事業

で取り組みさせていただきました。 

○金田興一委員 もう一つ聞きたいのは、雇用創出の国の補助金はひもがついているわけですか。そうじゃなく

て、総体の中からこんだけを使ったってことですか、国の補助の中で。 

○企画課長 全体の枠がありまして、その中につきましては、それぞれ自治体が工夫して取り組むということに

なっているものでございます。 

○金田興一委員 先ほど課長が言ったように単年度では効果は出ないと思うんです。なかなか出にくいと思うん

ですよね。やはり複数年度にわたっていくと。ただ補助金というのは、もう単年度で使い切るというような形で

多分来ているだろうと思うんですが、ここらが本当に来年、あるいは再来年以降も生きてくればいいんですが、

やはり国の補助金の使い方にもかなり研究が必要かなと、こんなことを感じましたんで、今後の中でもそんな検
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討をしていただければと。そんなことをお願いしておきます。 

○委員長 要望で。 

○企画課長 ちょっと委員さんも御存じかと思われるんですけども、この交付金事業そのものの性格なんですが、

全体でふるさと雇用創出交付金につきましては配分額がありまして、その事業につきましては、それぞれひもと

いうのは、ひもにつながっているわけではなくてですね、あくまでも雇用創出というものがねらいでありますの

で、その中で、こういった事業を委託しながら、委託先のほうで雇用がこの地域に増せばっていうことで、取り

組みさせていただいたものでありますので、よろしくお願いいたします。 

○金田興一委員 たまたま今、そういう話があったんで、また念押しになっちゃうんですが、国からひものつい

た補助、それからひもがつかなくて一括で来るものがあるんですが、やはり雇用を創出をすることが主眼になっ

て、成果を期待する部分が小さくなるようなことはやはり、雇用そのものが目的ならそれでいいと思うんですよ、

私は。例えば、民間企業へのいろんな形での補助を出すんなら。だけども効果を期待するための、いわゆる補助

金の使い方だったら、雇用の創出にもなっているけれども、やはりこういうＰＲ事業の効果も出ないと意味ない

と思うんですよね。そういうことで単年度では判断しませんが、来年、再来年まで響くという形でとらえますけ

れども、やはり補助金を使う時には、それなりきな研究、検討が必要かなということを希望意見としてつけ加え

るというのが、私の先ほどの趣旨ですので。 

○委員長 答弁はいいですか。 

○金田興一委員 いいです。 

○委員長 要望ということで。それでは、ここで休憩したいと思います。お昼になりますので午後１時１０分ま

で休憩いたします。午後１時１０分から再開しますので、よろしくお願いします。 

午後０時００分 休憩 

――――――――――― 

午後１時０７分 再開 

○委員長 それでは休憩を解いて再開いたします。引き続き、委員の皆さんから質問がありましたらお願いいた

します。 

○牧野直樹委員 ８３ページ、文書広報費、オフトーク通信放送広報料３１４万７，０００円とありますが、先

ほどの説明では市内１，１００世帯くらいとおっしゃっていましたが、間違いございませんか。 

○秘書広報課長 先ほど１，１０７と言ったのは、市からのお知らせと緊急情報１，１０７件の情報を発信した

という、申しわけございません、そういう意味でございました。 

○牧野直樹委員 オフトークが入っている世帯は何世帯ありますか。 

○秘書広報課長 現在３，５２１世帯でございます。 

○牧野直樹委員 市内全体の世帯は、どのくらいですか。 

○秘書広報課長 この４月１日現在の情報でございますが２万３，９７５、これは楢川のオフトークは入ってお

りませんので、楢川地区を除いた世帯数が２万３，９７５でございまして、その中で３，５２１世帯が加入して

いるということでございます。 

○牧野直樹委員 ２万３，０００世帯のうちの若干３，５００世帯にオフトークサービスをしていて、３１４万
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７，０００円かけているというのは、ちょっと理解に苦しむんですけど。そのために特別番組とか制作をしてい

るわけだよね、この３００万円で。例えば私どもの住んでいる地域でも、入っている世帯なんかほんの農家の数

十軒くらいですか、周りを見ても。その中でそんなにかける必要があるのかなと、もっと違う方法があるんじゃ

ないかって思われますが、いかがでしょうか。 

○秘書広報課長 今、委員さんおっしゃるように現在の加入率は１４．６９％ということで、結構低い数字でご

ざいますけれども、市からの情報を発信する手段の一つとして考えておりますので、継続してまいりたいと考え

ております。以上です。 

○牧野直樹委員 ２万３，０００の中の３，５００世帯の情報発信にしては、あまり１４．６％、そんなに効果

があるもんじゃないと思うんですが、違う方法等は考えてこられなかったってことですかね。 

○秘書広報課長 違う方法と言いましても、今現在、情報発信する手段が広報しおじりとか、ホームページとか、

緊急メール等ございますが、その手段の一つというふうに考えております。 

○牧野直樹委員 この立ち上がりは多分農事放送、農協の農事放送のあれと一緒に使うようになってたと思うん

で、その経過はよくわかるんですが、今後、もう少し考えていただいて、その三百十何万円が納得してみんなが

払ってたというか、もっと有効な広報の仕方というものを考えていただければ幸いかと思います。要望っていう

か、お願いをしておきます。 

○委員長 今のは返事は要らないの。 

○牧野直樹委員 はい、それはいいです。それと関連で、例えば、多分区長さんたちのところには全部ついてる

わけです。 

○地域づくり課長 区長さん方においてはですね、全区長さんの世帯に必ずついているというわけではございま

せん。村部の区長さんについてはですね、農家の方が区長さんになられた場合には、前々からついている場合が

多いんですが、都市部においては、区長さんになられた方においてもついているケースは少ないという状況でご

ざいます。 

○牧野直樹委員 漏れ聞いた区長さんから聞いた話では、ないところには区長になる時につければ、市で補助を

出してくれるとか、市でつけてくれるとか、そんなような話は聞きましたけど。やめる時には、返しゃそれまで

と。 

○地域づくり課長 そういう補助制度はございません。 

○牧野直樹委員 あるよ。あるさ。前回、区長会長のほうであるって言うんで。これはちゃんと確かめて言って

もらわないと、だめだ適当な返事をしてたんじゃ。 

○金田興一委員 もし間違っていたらごめんなさい。今はなくなったっていうことなら。一時は要するに行政連

絡長なれば、あれ２万円だか、３万円だよね、確か。設置補助費出して、それでやめた時にはっていう、そうい

うあれはあったわけだよ。 

○委員長 課長、ちゃんと答えてよ。 

○地域づくり課長 今は申しわけございませんが、補助制度はございません。 

○委員長 かつてはあったかもしれないけれど、今はない。 

○金田興一委員 最近ですよね。 
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○委員長 調べられたら調べてください。かつてあった、いつやめて、今はないっていう。 

○金田興一委員 つい最近だよ。 

○地域づくり課長 またお調べして、済みません、御報告します。 

○委員長 そういうことでお願いします。確認してください。ほかに。 

○牧野直樹委員 今の質問は知っている人がいたで、たまたまぼくが質問して、だけど、これ何にも言わなくて

質問したって、ないですと言ったらそれまでの話になっちゃう。だから、もっと紳士的にやってもらおうかな。 

○副市長 申しわけございません。的確にですね、調べてきちんと御答弁するようにいたします。申しわけあり

ませんでした。 

○委員長 ほかにありますか。 

○丸山寿子委員 １０３ページの生活支援対策費のところでですね、説明資料は３６ページなんですが、１０３

ページのほうの印刷製本費、先ほど説明で啓発用のパンフレットと言いましたが、この啓発の内容は何でしょう

か。 

○くらしの相談室長 高齢者向け、また成人向けの、いろんな訪問販売等にかかわる、振り込め詐欺ももちろん

ですけれども、詐欺一覧の防止をするための一覧啓発資料をパンフレットでつくってあります。以上です。 

○丸山寿子委員 いまだに、やはりテレビ等マスコミ、それからオフトークでも、あるいは防災無線でも使って、

いろんなところで警告するような放送をしていて、なかなかこれだけ話題になっていても、なかなかなくならな

いんですけれども、平成２２年度として、市のほうで把握している状況、被害ですとか、被害に遭いそうになっ

たですとか、そういったことはどんなふうにつかんでいるのですか。 

○くらしの相談室長 信毎新聞によく出ておりますけれども、塩尻警察署とも私たちも連携させていただいて、

たまに情報を仕入れたりしてるんですけれども、昨年、実は塩尻でも約５０万円くらいの振り込め詐欺にひっか

かった方がおります。その１件だけで本年度はありませんけれども、松本管内ですと、ことし７件くらい振り込

め詐欺の被害者が出ておりまして、県内でも６月末現在ですけれども大体５０件の７，３００万円の被害金額が

出ております。それで新しい手口としてですね、いただきに来ると、本来でしたら振り込めばよかったのを玄関

先までお金をもらいにくるっていう新しい手口も出ておりますので、ぜひそういうことも気をつけていただくよ

うに日ごろＰＲさせていただいてますので、よろしくお願いします。 

○丸山寿子委員 出前講座等しているということですけれども、これは、もとというか、要請があれば、何か団

体のところにも行くのか、どんなふうな状況でやってますか。 

○くらしの相談室長 要請があれば行かせていただきますが、お呼びでないところには勝手に行きませんので、

そこら辺、希望のある方のところには、私の許す限りの委員会とかこういう議会のない時には出向いてますので、

よろしくお願いします。 

○丸山寿子委員 呼ばれなくても、ぜひ行くとかして、しっかり啓発なんかの機会にしたほうが、講座でないに

してもそのほうがいいかと思うんですが。 

あと済みません、説明資料のその下のところに環境と食と生活のフェアの合同イベントとあるんですが、これ

は幾つかの部署で合同でやっているかと思うんですけど、それぞれの負担はどのくらいずつしているんですか。

費用の負担。 
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○生活環境課長 環境と食と生活フェアのほう、事務局、私どものほうでありますが、私どもの生活環境課のク

リーン塩尻推進事業の中にフェアの負担金というのがございます。その事業のお金の中で一つの残と言いますか、

そういうことでやらさせていただいて一緒にやっております。 

○丸山寿子委員 それぞれで例えばお金の負担が幾らずつとかそういうのはないんですか。 

○生活環境課長 食のほうの農林課等もございますが、若干そのものはございますが、私どものフェア実行委員

会の負担金の中で一括予算は計上させていただいてございます。 

○丸山寿子委員 わかりました。 

 １０３ページの先ほどの下の丸のところで、生活支援活動費でシチズンサポーターですけれど、資料のほうに

よれば日系ブラジル人の方でポルトガル語のできる方ということなんですが、以前は中国語のできる方もいらし

たりしたんですけれど、リーマンショック後、外国籍の市民の方、減ってるかとは思うんですが、その動向、ま

た言語的にこのポルトガル語の方だけでサポーターは、今、大丈夫な状況なのか、その辺教えてください。 

○くらしの相談室長 前におりました中国語の通訳の川上さんですが、自分の仕事の都合でおやめになったわけ

ですが、現在中国語の要望というのはほとんどございません。それでもし市民課の手続等で来られた場合につい

ては、今、国際交流員のフェンさんのほうにお願いして、一応やっていただいております。なお、ポルトガル語

の通訳ですけれども、ブラジルの方も年々減っていってはおりますが、年間的に昨年の統計の４月１日当時で見

てみますと、大体４０世帯５０人くらいは、ブラジルの日系の方も減っています。なぜ減っているかという理由

についてはですね、一応、リーマンショック以降、仕事がほとんど外国人の方も切られてきていると。それとま

た正規職員の日系の方の職が少ないほうで、大体派遣業ですから仕事のある、例えば上田とかですね、名古屋で

すとか、そちらのほうに仕事があるほうにみんな移動をして行くという形を、私も通訳の、うちの蔵本のほうか

ら聞いておりますので、大体状況的には、そんなような状況になっております。以上です。 

○丸山寿子委員 ありがとうございます。生活全般についてということだと思いますが、あとは、例えばごみの

出し方だとか、そういったようなことも含めてされているわけですかね。 

○くらしの相談室長 生活環境課とタイアップさせていただいて、外国語の、もちろんポルトガル語がメインに

なっておりますけれども、ごみの出し方のポスターをつくらせていただいております。また、それだけでもなく

て、健康診断とか関係してきますので、その言語の通訳の市から発送する文書もポルトガル語に直してですね、

いろんな部署からの依頼もありまして、そちらも通訳語で全部発送しております。それと、済みません、通訳し

た言葉で発送していただいてるんですが、あと広報のほうにもですね、情報としてポルトガル語のバージョンも

載っておりますので、またごらんいただきたいと思います。以上です。 

○委員長 いいですか。ほかに御質問。 

○牧野直樹委員 １０５ページの職員厚生費、メンタルヘルスカウンセリング委託料１２０万円。つい最近、役

所の中を見ますと、若い優秀な職員が中途でやめていくようなケースが結構多く見られるんですが、例えばその

方たちのメンタルヘルスについて、この資料を見ますと面接だとかいうので件数が載っていますが、そういうサ

ポート的なことは、委託料１２０万円ばかりで足りるかどうなのか。もう少し積極的にメンタルヘルスをしてや

って職場復帰が早期にできるように。せっかく優秀な職員が役所へ入っていただいたんで、そういうケアという

のかな、どのようにしてますか、人事課長さん。 
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○人事課長 御指摘のように最近、コミュニケーションをとるということがかなり難しいという職員もふえてお

ります。昨年ですね、やめた職員の中で特にメンタルという理由がということはですね、それほど多くはないん

ですけれども、ただ、今、メンタルの考え方がいろいろありまして、例えば発病した場合にはもう専門の医師に

相談するというのが、一番現実的な話でございまして、いかにそういう職員を出させないようにするかというの

に、今、主眼を持って来ておりまして、このメンタルヘルスカウンセリングもちょっとうちのほうからですね、

受診したらどうっていうような形で未然に防ぐというような方向で対応しております。実際にもう医者にですね、

通っているという状態になりますと、もう休職というような状態になってしまっておりますので、なるべくそう

なる前にですね、対応したいという形で行っていますので、御理解をいただきたいと思います。 

○牧野直樹委員 現在、その病で休職なり、治療中とか、何人くらい。本庁と外部も合わせていいです。 

○人事課長 ９月１日現在で、休職の職員は３名おります。心の病の関係は１名でございまして、あとの２名は

普通の病気という形で、メンタル面の休職者については１名ですけれども、それは本庁関係の職員でございまし

て、外部はございません。 

○牧野直樹委員 やはり職場で働いていると一番身近にいる係長だとか課長さんなんかが気がつくことがうん

と多いと思うんで、その辺の研修というのかな、係長、課長の研修というのは行われていますか。 

○人事課長 つい３日ほど前にですね、メンタルについての全員を対象に研修してございますし、特に管理職を

中心にというのは、また年間の計画の中で計画しておりますけれども、一応、職場の中でということでですね、

今、気づいてほしいというような意図で先日の研修を行ったところでございます。 

○委員長 ほかに質問。よろしいですか。では、１１９ページまでは以上をもって終了とさせていただきます。 

次に移ります。同じく一般会計の歳出中ですが、総務費の４項選挙費、そして３款の民生費、４款の衛生費、

ページ数でいきますと１９２ページまでの説明を求めます。 

今、出入りしていただいているようですが、御自由に御判断いただいて自由に出入りしてください。 

○選挙管理委員会事務局長 それでは決算書１２０ページ、１２１ページをお願いしたいと思います。４項選挙

費につきまして御説明申し上げます。最初に１目選挙管理委員会費につきましては、最初の丸印、委員報酬は選

挙管理委員の報酬であり、任期満了によりまして１０月１３日に交代しておりますので、１０月分報酬を在籍日

数による日割り計算をしたために端数の数字となっておりますので、お願いしたいと思います。以下、職員の給

与、選挙管理委員会の運営委員会分でございます。 

その下でございますが、２目選挙啓発費につきましては、選挙の常時啓発にかかわるもので、最初の選挙ポス

ター表彰記念品代は明るい選挙啓発ポスターを募集し、応募者全員に参加賞を、優秀賞に賞状と記念品をお贈り

したものであります。小学生は７校２３８人、中学生は２校２１人の計２５９人と、前年の１８５人に比べまし

て非常に多くの応募をいただきました。１つ飛びまして印刷製本費及び郵便料につきましては、満２０歳となり

選挙権を有することになりました新成人の皆さんに、誕生日をお祝いするとともに有権者として投票への参加を

呼びかけるバースデーカード約６００通をお送りしたものであります。 

めくっていただきまして、１２２、１２３ページをお願いしたいと思います。３目市長選挙費につきましては、

任期満了に伴い９月１９日に執行いたしました市長選挙にかかわるもので、２人の立候補があり、投票率は４９．

１９％でありました。支出の主なものにつきましては、最初の投票管理者等報酬につきましては、期日前投票及
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び選挙当日の投票管理者、投票立会人、開票立会人等延べ２２５人分であります。 

続く職員給与費は、投票事務２４１人、開票事務１２１人分であります。 

次の選挙事務諸経費の主なものにつきましては、中ほどの選挙公報新聞折込配布手数料につきましては、候補

者の公約を掲載いたしました選挙公報を信毎、読売、朝日、中日の４紙に折り込みまして有権者に配布をしたも

のであります。下から５つ目のポスター掲示場設置委託料につきましては、市内２７７カ所のポスター掲示場の

設置、管理、撤去を委託したものであります。一番下の選挙運動公営費負担金は、選挙運動用通常はがき、選挙

運動用自動車、選挙ポスターの作成及び選挙運動用の正式な作成について公費負担をしたものであります。 

下のほうにまいりまして４目参議院議員選挙費につきましては、任期満了に伴い７月１１日に執行いたしまし

た第２２回参議院議員通常選挙にかかわるもので、長野県選挙区は定数２に対し６人、比例代表は１２政党から

届け出があり、投票率は６１．９８％でありました。支出の内容につきましては、先ほどの市長選挙費とほぼ同

じ内容になっておりますが、投票管理者等報酬につきましては、期日前投票を行う告示期間が１７日間というこ

とで、７日間の市長選挙に比べまして大変長くなっておりますので、伴いまして人員もふえている状況でござい

ます。 

めくっていただきまして１２４、１２５ページをお願いしたいと思います。５目県知事選挙費につきましては、

任期満了に伴い８月８日に執行いたしました長野県知事選挙にかかわるもので３人の立候補があり、投票率は５

０．５８％でありました。 

めくっていただきまして１２６、１２７ページをお願いしたいと思います。６目県議会議員選挙費につきまし

ては投票日が４月１０日ということで、予算は平成２２年、平成２３年の２カ年にまたがり、執行経費の大部分

は平成２３年度予算となりますけども、入場券の発送であるとか、あるいはポスター掲示場の設置等、事前に行

う必要があるものにつきましては平成２２年度予算で対応したものであります。 

めくっていただきまして１２８、１２９ページでありますが、７目農業委員会委員選挙費でございます。こち

らにつきましては、任期満了に伴い２月２７日に執行いたしました塩尻市農業委員会委員一般選挙にかかわるも

ので、本市には４選挙区がありますが、そのうち塩尻北小野地区が対象となります第一選挙区が、定数６に対し

７人の立候補があり投票となったもので、投票率は５５．２７％でありました。残る３選挙区につきましては、

合計１６の定数どおりの立候補者であり無投票でありました。 

なお、先ほど説明申し上げました４目の参議院、５目県知事、６目の県議会議員選挙費の執行経費につきまし

ては、全額が県から委託金となって支払われておりますので申し添えたいと思います。以上であります。 

○企画課長 決算書、その下の１２８、１２９ページ、決算説明資料３９ページのほうをごらんください。５項

統計調査費につきましては、全体で４，３９４万９，０００円余でございました。これにつきましては、平成２

１年度、前年度対比で９４．４％の増であります。内容といたしましては、国勢調査を実施したことによるもの

であります。 

では、目に沿って説明申し上げます。１目統計調査総務費につきましては、１，９０２万８，０００円余でご

ざいました。職員３人分の給与等でございます。 

その下、２目基幹統計調査費につきましては、８６万８，０００円余でありまして、内容といたしましては、

学校基本調査、工業統計調査、輸出生産実態調査等の実施によりますところの指導員、調査員の報酬等でありま
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す。 

予算書１３２ページ、１３３ページのほうをごらんください。３目国勢査費につきましては、２，４０５万２，

０００円余でございました。１０月１日に実施した国勢調査、調査区４４２、指導員４３人、調査員３１７人、

合計３６０人分の報酬等でございます。なお結果につきましては、既に御案内のとおり６万７，６３８人、世帯

数で２万５，１１４世帯という状況でありますので御報告申し上げます。以上です。 

○監査委員事務局長 それでは１３２、１３３ページの下のほうでございますが、決算説明資料で言いますと３

９ページの一番下になります。６項１目の監査委員費でございます。決算額１，２９２万９，９７７円でござい

ました。このうち委員報酬２９５万５，６００円につきましては、識見委員２名に対して月額９万６，０００円、

それから議選委員１名に対しまして５万４，３００円の報酬を支払ったものでございます。 

次に監査事務諸経費につきましては、支出総額５８万８，７５９円でございました。このうち主なものは、会

議や研修会などに出席した際の旅費が１１万８，１００円、費用弁償が２５万５，１２０円、それから工事技術

調査業務委託料が１２万１，５００円、会議出席負担金を始めとする各種の負担金が４万１，０００円となって

おります。以上です。 

○健康づくり課長 それでは引き続きまして、３款の民生費に入らさせていただきます。その中でですね、１５

０ページ、１５１ページをお開きいただきたいと思います。民生費の１項社会福祉費の７目の楢川保健福祉セン

ター管理諸経費でございます。１５１ページの備考欄で御説明申し上げます。この経費につきましては、楢川保

健福祉センターの通常管理に要する経費でございまして、楢川保健福祉センターにつきましては、各種検診の会

場、社協ボランティア団体等への貸し出し、障害者の共同作業所、あるいは放課後児童教室等に利用されている

ものでございまして、通常の管理経費、例年とほぼ同じような内容でございます。なお下から２つ目の黒ポツ、

施設管理委託料につきましては、一部分をビレッジならかわに委託している内容でございます。以上です。 

○市民課長 同じページの９目国民健康保険総務費の嘱託員報酬につきましては、国民健康保険税の徴収を含め、

市税全般にわたります徴収専門員として雇用し、収納課に配属しているものであります。なお、２人分と表記し

てございますけれども、年度途中の退職により前任者１人、後任者１人として、２人分として考えているもので

ございます。 

 ３つ目の白丸、社会福祉事業繰出金につきましては、保険税軽減相当額などの法に基づき一般会計から国保事

業特別会計に繰り出しを行っているものでございます。 

 次のページをお願いいたします。１５３ページ上段の後期高齢者医療広域連合負担金につきましては、本県の

広域連合に対する事務費及び医療費にかかわる負担金でありますが、医療費につきましては、本市の加入者の医

療費に対し、市町村広域負担分として１２分の１に相当する額を負担しているものでございます。 

 その下の後期高齢者医療事業特別会計への繰出金につきましては、法に基づき事務費及び保険料軽減相当額の

繰り出しを行っているものであります。 

 続きまして、ページをちょっと飛ばしていただきまして、１７０、１７１ページをお願いいたします。よろし

いでしょうか。１７０、１７１ページの中ほど下の４項国民年金事務費につきましては、平成１４年度から保険

料徴収を含め国の直接事務となっておりますもので、法定受託事務として事務諸経費等を国の委託金により執行

しているものでございます。以上です。 
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○健康づくり課長 続きまして、次のページ、１７２ページ、１７３ページをお開きいただきたいと思います。

４款衛生費に入らさせていただきます。１７３ページの備考欄の下の白丸、保健衛生事務諸経費でございますが、

これにつきましては、決算説明資料の４６ページもあわせてごらんいただきたいと思います。決算書のページを

めくっていただきまして、次の１７４ページ、１７５ページをお願いいたします。上から２つ目の黒ポツ、３つ

目の黒ポツ、４つ目の黒ポツとなりますが、在宅当番医、それから在宅歯科当番医、それから当番薬局制、それ

ぞれ事務委託料ということで、この３つの委託料につきましては、休祝日の当番制をそれぞれの医師会、歯科医

師会、薬剤師会にお願いしてあるものでございまして、休祝日の緊急的な医療の充実を図ってまいった内容でご

ざいます。８つほど下へまいりまして黒ポツでございますが、病院群輪番制事業負担金でございます。１，３０

０万円余でございますが、この関係につきましては、松本広域圏内の入院、あるいは手術ができる病院、いわゆ

る二次救急医療機関と申しますけれども、この二次救急医療機関の当番医制を松本広域圏全体で当番医院として

回しているものでございまして、松本広域圏救急災害医療協議会に負担金として支払っているものでございます。

その下の黒ポツ、松本地域出産・子育て安心ネットワーク負担金１００万円余でございますが、これにつきまし

ては、地域全体で産科医等が不足する中で、検診機関、それから分娩機関のすみ分けを図り、医師の負担軽減に

つなげるものとして、このネットワーク協議会を組織する中で負担金を拠出しているものでございまして、負担

金の内容につきましては、医師の研究費、あるいは先般、本会議の御質問等にもございましたが、共通診療ノー

トの作成等に充てているものでございます。 

 その下の白丸、保健衛生繰出金、これにつきましては、地域医療の確保のために両小野国保病院組合への繰り

出し、それから国保楢川診療所特別会計への繰り出し、それぞれ３，０００万円ないし１，９００万円余を繰り

出したものでございます。 

 その下の白丸、天使のゆりかご支援事業、これにつきましては、下の黒ポツにございますとおり不妊治療の補

助金を出してある内容でございまして、昨年度につきましては６７人の方に補助金を出してございます。なお、

不妊治療の治療費の２分の１、３０万円を上限とさせていただいております。 

それから、その下の予防費になりますけれども、白丸、予防対策事務諸経費でございます。これにつきまして

は予防接種法に基づきまして、集団、個別接種を行ってきた内容でございます。５つ目の黒ポツ、消耗品費３，

６００万円余につきましては、予防接種の主にワクチン代でございます。それから８つほど下へ行っていただき

まして、黒ポツ、個別接種医師委託料６，６００万円余でございますが、これにつきましては、医師の接種を委

託するものでございまして、塩筑医師会に委託しているものでございます。 

それから一番下の白丸、感染症予防対策費の関係に移らさせていただきますが、ページをめくっていただきま

して１７６ページ、１７７ページをお願いいたします。この関係につきましては感染症法等に基づきまして、胸

部のレントゲン、あるいはＢＣＧの接種をしてきたものでございまして、それぞれ接種の医師への謝礼、あるい

は健康診断の委託料等でございます。 

その下へ行きまして３目の保健対策費でございますが、３つ目の白丸、健康増進事業、この関係につきまして

は、説明資料４７ページになりますけれども、あわせてごらんいただければと思います。その３つ目の黒ポツ、

健康教育・健康相談医師等謝礼、これにつきましては、塩尻市健康づくり計画に基づきまして、健康で充実した

生活が送れるよう検診や啓発を通じまして、市民の健康づくりを推進するための事業でございまして、医師、講
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師謝礼等につきましては、各種健康教室、健康相談、研修会、精神障害者の介護指導等の実施に伴う謝礼でござ

います。それから一番下の黒ポツ、保健対策事業委託料、これにつきましては健康増進法等に基づきまして、生

活習慣病やがん予防に向けまして各種検診を実施したものでございます。それぞれ内訳がございますので、ごら

んいただきたいと思います。 

 めくっていただきまして、１７８ページ、１７９ページをお願いしたいと思います。１７９ページの一番上の

黒ポツ、ヘルスアップ推進事業委託料、これにつきましては、市のヘルスアップ委員会、これは全国的、あるい

は長野県的には、いわゆる保険法どおりの組織でございますけれども、この委員会のほうに委託しておる内容で

ございまして健康セミナー、あるいは学習会等を実施してきております。それから、その下の黒ポツ、ＡＥＤ、

本会議でも話題になりましたけれども、ＡＥＤの使用料ということで、この関係につきましては、すみれの丘、

あるいは３支所、３つの支所、それから健康づくり課にあります貸し出し機１台、これにつきましてはリースで

行っておりまして、そのリース料でございます。 

 次の白丸、高齢者歯科健診事業、これにつきましては塩筑歯科医師会に事業委託いたしまして、口腔衛生の改

善によりまして健康の保持、増進を図ってきておるものでございます。その中の一番下の黒ポツ、歯科健診委託

料１２０万円余、これにつきましては塩筑歯科医師会に委託している内容でございます。 

 その下の白丸、後期高齢者等保健対策事業、これにつきましては平成２０年４月の医療制度改革に伴いまして、

７５歳以上の高齢者、いわゆる後期高齢者と呼んでおりますけども、高齢者に対しまして、生活習慣病及び介護

保険のための健診や保健指導を実施いたしまして、医療費、あるいは介護給付費等の伸びの抑制を図るための事

業ということで実施しております。その白丸の下の８つ目くらいの黒ポツで後期高齢者健診委託料でございます。

この委託料につきましては、集団健診につきましては長野県健康づくり事業団、個別健診につきましては塩筑医

師会に委託してきております。それからデータ管理委託料、これにつきましては長野県国保連合会、国民健康保

険団体連合会のほうに委託してございます。 

 それから、その下の白丸、食育推進事業でございます。これにつきましては食育推進法、それから市の食育推

進プログラムに基づきまして、いわゆる食育を市民運動として展開してきているものでございます。平成２２年

度、昨年度におきましては１０月に長野県で食育推進研究大会というものが、各地区持ち回りで行われておりま

すけれども、この研究大会を本市、主会場としてレザンホールほかで開催いたしました。下から２つ目の黒ポツ、

食生活改善普及事業委託料、これにつきましては食生活改善推進協議会のほうに委託料としてお支払いしている

ものでございまして、指導料、それから食材、あるいは研修費等に使われております。一番下の黒ポツ、ただい

ま申し上げました県の研究大会としまして、レザンホール主会場で行いまして、レザンホールの会場使用料でご

ざいます。 

 めくっていただきまして１８０ページ、１８１ページをお願いしたいと思います。白丸、母子保健事業でござ

います。これにつきましては母子保健法に基づきまして、乳幼児健診、健康教育、子育て支援及び相談事業等を

実施いたしまして、母子の健康管理等、すこやかな子育て支援の充実を図ってきている内容でございます。３つ

目、４つ目の黒ポツにつきましては、健診、母親学級等の医師、看護師、助産師、あるいは歯科衛生士等への謝

礼でございます。１０個ほど下の黒ポツ、一般健康診査委託料、これにつきましては、医師会のほうに委託して

いる内容でございます。それから、その下の黒ポツ、よい歯を守る相談会委託料、これにつきましては歯科医師
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会、それから相談事業委託料、これにつきましては、いわゆる発達相談ということで、協立病院のほうに専門の

先生がいらっしゃいますので、そちらのほうへの委託料という形になっております。それから下から２つ目の黒

ポツ、妊婦一般健康診査助成金、これにつきましてはいわゆる出産の際、里帰り出産等で県外で出産されている

方もいらっしゃいます。そうした方々につきましては、県外受診４１人とありますが、これがいわゆる里帰り出

産に伴います所管払い分でございますし、ＨＴＬＶ－１助成とありますが、ＨＴＬＶ－１というのは、成人Ｔ細

胞白血病、いわゆる白血病ですけれども、この関係の抗体検査の種目ということで、それに対する助成を行った

ものであります。それからその下の黒ポツ、産科医療研究ネットワーク負担金、これにつきましては昨年の６月

から協議会を立ち上げまして、実施いたしました内容でございます。私からは以上です。 

○生活環境課長 それでは引き続きまして５目の環境衛生費をお願いしたいと思います。このページの環境衛生

一般事業でございますが、その４行下のところにございます衛生部長・班長謝礼というのがございますが、衛生

部長さんには、均等割、それから戸数割ということで、衛生部長さん６６人に１区２万３，１００円、それから

戸数割５５円をお支払いしているものでございます。約２６２万円になります。衛生班長さんは、１戸あたり４

００円、８６２人、約８００万円を支払っているものでございます。 

 次のページをお願いしたいと思います。次の白丸、資源リサイクル推進事業でございますが、その６行目、び

ん回収委託料、その下、ペットボトル回収委託料、資源物回収事業委託料でございますが、びんの場合には月１

回、今年度は３９５トン、それからペットボトル回収事業は月２回行っておりますが１０５．９トン、それから

資源物回収事業委託料、月１回のものと２回のものがございますが、総量で４，０８１トンをごみ資源化に伴い

収集、運搬、処分をしたものでございます。 

 次の白丸、花による美しい環境づくり事業につきましては、駅前の市民花壇が今なくなっておりますので、平

成２２年からは地域花壇のみということで、約５万本を地域の方に花いっぱいにしていただくということで配っ

たものでございます。 

 次の白丸の「クリーン塩尻」推進事業の一番下、環境と食と生活のフェア負担金でございますが、先ほど健康

づくり課長からもありましたが、食育フェア、県の食育フェアと一緒に同時開催で、１０月２日に環境と食と生

活のフェアを開催したものでございます。 

 その次の白丸、廃棄物不法投棄防止対策事業の一番下の３委託料でございます。不法投棄物処理委託料、不法

投棄回収委託料、犬・猫死骸回収業務委託料でございますが、不法投棄処理委託料は一斉清掃、それから不法投

棄パトロール等で回収してきたものの処分の費用でございます。その下の不法投棄回収委託料は、河川、道路、

林道などの不法投棄パトロール、それと回収作業をシルバー人材センターとＮＰＯ水と緑の市民ネットに委託し

て行っているものでございますし、その下の犬・猫死骸回収業務委託料はＮＰＯ水と緑の市民ネットに委託し、

特に多いのは、市道等の交通事故によるものが多いということです。 

 次のページをお願いしたいと思います。６目環境保全費でございます。右の備考欄のほうをお願いしたいと思

いますが、公害防止対策事業の１１行目、自動車騒音調査委託料、その黒ポツの下の大気汚染分析調査委託料、

その下ダイオキシン類調査委託料、その下の特定事業所及び緊急対策公害検査委託料、地下水等水質検査委託料、

河川・湖沼水質検査委託料の検査委託でございますが、これにつきましては、大気、水質の環境基準等を踏まえ

たモニタリングを実施しているものでございます。この平成２２年の特徴は隔年で実施しておりますが、真ん中
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どこらにございますダイオキシン類調査委託、これは隔年でございます。それと大気汚染の中の酸性雨の測定を

隔年で行っております。その年が平成２２年で、特徴のものでございます。 

 次の白丸の自然環境保全事業をお願いしたいと思いますが、その５行目、アレチウリ等外来植物駆除委託料で

ございますが、これにつきましては、田川の河川等の外来植物のアレチウリを駆除するというもので、シルバー

人材センターに委託したものでございます。この事業は緊急雇用創出事業を扱わせていただいたものでございま

す。 

 次の白丸、地球環境保全事業、次のページをお願いします。黒丸、一番上でございます。新エネルギー導入普

及事業補助金でございますが、２２年度には、新エネルギーの普及補助といたしまして、そこの右の備考欄に書

いてある件数を補助させていただきました。補助の内容は、ソーラー発電は１キロワット当たり３万５，０００

円で１５万円が限度、太陽熱高度利用は５分の１、限度額４万円、ペレットストーブ、５分の１、限度額１０万

円でございます。 

 その下の白丸、環境教育推進事業をお願いしたいと思いますが、この事業につきましては、環境教育への支援

ということで、訪問・出前講座、環境学習講座の実施を行っており、学校、保育園等でも出前講座を行っており

ます。その発表の機会ということで、トーク＆パフォーマンスを２月に開催し、活動の事例発表を行っている事

業でございます。 

 その次の白丸、環境管理システム推進事業をお願いしたいと思います。その事業名の４行目、審査登録・支援

業務委託料でございます。これにつきましては、平成２２年度、市民交流センターの拡大認証とともに、ＩＳＯ

１４００１の３回目の更新審査を受けたものでございます。平成２２年度３回目の更新をいただきましたけれど

も、取得をいたしましたので、３回目が認められたということになります。 

 次に７目の斎場費をお願いしたいと思います。斎場施設管理費の１０個目、斎場運営業務委託料でございます

が、この斎場運営業務委託料につきましては、塩尻造花に委託し、今、３人体制で火葬業務、それから火葬棟、

待合室の管理及び敷地内の維持管理を行っていただいているものでございます。 

 次のページをお願いしたいと思います。斎場施設維持整備費の白丸をお願いしたいと思いますが、これにつき

ましては、火葬炉の排出弁の取りかえ、あるいは炉内の耐火煉瓦、台車の耐火煉瓦等の張りかえの修理費を扱っ

ていただいているものでございます。 

 続きまして、８目の霊園費をお願いしたいと思いますが、白丸の霊園管理諸経費でございます。その事業の下

から３番目、霊園管理業務委託料でございますが、これにつきましてはシルバー人材センターに委託をいたしま

して、管理棟での窓口業務、それから場内の管理、特にお盆それからお彼岸等は、その日を人数を増加して、増

加と言いますか、強化させていただいて対応しているものでございます。 

 その下の霊園整備事業でございます。その１つ下、設計委託料でございますが、これは霊園内の中に聖地を増

設する設計をお願いしているものでございます。 

その下の霊園整備事業（繰越）というのがございますが、平成２１年度、平成２２年度にやる予定の、平成２

１年度に前倒しさせていただいてやったものでございます。これについては、通常の年次的に行っております排

水路の改修、それから舗装改修、それからのり面保護の工事を地域活性化・きめ細やかな臨時交付金を扱わせて

いただいてやったものでございますし、設計委託料で増設工事の設計をさせていただきましたが、それに基づき



 33 

まして、翌年度への繰越額に繰越明許ということで２，４６０万円ありますが、これにつきましては第１期５９

基の増設を事業としては今年度、実施しているところでございます。 

 し尿処理費を飛ばしていただきまして、次のページをお願いしたいと思います。２目のごみ処理費をお願いし

たいと思います。ごみ処理負担金でございます。塩尻・朝日衛生施設組合負担金でございますが、この負担金は

人口割１０分の３、実績割１０分の７で、平成２２年度は塩尻市９４．７５％、そこにございますが４億８，９

１３万１，０００円、朝日村が５．２５％で、２，５０５万９，０００円の負担でございます。負担額の合計は、

５億１，４１９万円になっております。その主な事業は、廃棄物の収集処理及び焼却施設の管理事業、それと最

終処分場の管理事業がここに入っております。 

 次のページをお願いしたいと思います。上水道費、上水道施設費でございますが水道事業会計繰出金、これに

つきましては消火栓の設置や老朽化した更新事業、及び企業債の元利償還金等を対象として水道事業会計の安定

化のために繰り出しているものでございますし、簡易水道事業特別会計繰出金は、楢川地区の簡水について建設

改良、それから維持管理、起債償還等を対象に事業安定化のために繰り出したものでございます。以上でござい

ます。 

○委員長 では、ここまでで一区切りといたします。１０分間休憩します。次は午後２時１２分。 

午後２時０２分 休憩 

――――――――――― 

午後２時１２分 再開 

○委員長 それでは休憩を解いて再開いたします。ページ数で１９２ページからということで、衛生費のところ

までを質疑の対象といたします。委員の皆さんから質問がありましたら。 

○柴田博委員 １２３ページの選挙の費用の関係で、選挙公報新聞折り込みしてるということだったんですが、

折り込みしている枚数というのはどれくらいだか大体、それぞれじゃなく結構ですけど、大体どれくらいか、わ

かったら教えてください。 

○選挙管理委員会事務局長 こちらにつきましては、中信折込センターというところが代表になりまして、そこ

から分配されておりますけれども、合計としまして２万９００戸ということでお願いをしてございます。 

○柴田博委員 先ほどの話の中で、世帯数市内全域だと２万５，０００というふうに言ってたんですけど、その

差は届いてないっていうことでいいわけですか。 

○選挙管理委員会事務局長 最近はかなり新聞をとっていない方もふえているという形の中で、これは各社のほ

うから直集をしまして、その数を把握している形のものです。 

○柴田博委員 そうじゃなくて全世帯数で２万５，０００約世帯があって、それで新聞に実際折り込んでいるの

は２万９００ということは、４，０００くらいは届いてない家があるということですよね。 

○選挙管理委員会事務局長 実際そういうことです。全く新聞をとってない方もふえてるということで、そうい

うことになります。 

○柴田博委員 その辺についてはどういう考え、何か対策というかとってるわけですか。 

○選挙管理委員会事務局長 この辺は一番課題になっておりまして、平成１７年までは区の組織を通じてお配り

していたんですけれども、ただ高出あたりは区の組織が６割を切っているという形で渡らない方が多いというこ



 34 

とで、こちらのほうがまだ渡る件数が多いということで、こちらに変えたわけですけれども、その時には県下で

もみんなが結構新聞折込をふやしたんですけれども、その後、新聞をとらない世帯がふえているということは、

どこでも出ております。今、都会のほうでは、これを宅配業者に頼んですべて住んでいようと住んでいまいと端

からポストに入れていくという方法をとってるところも、今、都会には出てきております。ただ、それが果たし

てよろしいかどうかということもあります、今、過渡期なもんですから。ちょっと私どもも、これがどのように

したら全家庭に伝わるかということで、今、研究をしている段階です。このほか新聞折込以外にも、私ども公共

施設であるとか、大型店だとか、そういうところに置けるところにはできる限り置いて、目につくように、ほし

い人には持っていっていただくようにお願いをしておりますけれども、中にはそういうことで新聞をとってない

方から、若い人が特にですけれども。ただ選挙公報をホームページに載せられないかとか、極端にそういうこと

っていうのは要望もふえて、最近ちょっとふえておりますので、今、検討している段階であります。 

○柴田博委員 例えば、とってないお宅からほしいから送ってくれっていうような要望があった場合には、送っ

ているわけですね。 

○選挙管理委員会事務局長 要望があれば、個々に対応して送っております。 

○柴田博委員 そうするとあと、あちこちに置いているということですけれども、その辺は、そういうふうにし

てますよというＰＲみたいなのは何かされてますか。 

○選挙管理委員会事務局長 問い合わせがあれば、そういう形でお答えはしているという状況でございます。そ

れぞれのところで目につくところに置いてほしいということで、お願いをしている段階です。 

○柴田博委員 投票率がね、あまり高くない状況ですから少しでも高めるという意味では、やはり関心を持って

もらって、公報くらいは見てもらいたいというふうに思いますので、ぜひ、なるべく多くの人に届くような方法

をもっと今からでも研究していただきたいと思います。 

○委員長 要望で。 

○柴田博委員 はい。 

○委員長 ほかにありますか。 

○金田興一委員 １７５ページの松本地域出産・子育て安心ネットワークの関係で、共通診療ノートを発行され

ているようですが、この市内での利用状況、どのくらいあるのか、おわかりですか。 

○健康づくり課長 あくまでこれ共通診療ノート、松本地域で共通的に使っているものでございます。したがい

まして例えば南信方面とかですね、あるいはハイリスク出産の方とかまで渡らないっていうふうな状況もありま

すけれども、基本的に私ども妊娠届出等あった段階で、こういったものは御案内させていただきまして、松本地

域で出産を予定されている方につきましては全員に配布しているという感じになります。数はですね、済みませ

ん、松本地域全体になってしまいますが、医療機関から妊婦への配布がですね、昨年度におきまして４，８２９

という数が出ております。塩尻だけの把握は、済みません、いたしておりません。 

○金田興一委員 母子手帳なんかの申請の時に、そういうのはわからないんですか。 

○健康づくり課長 済みません、母子手帳と共通診療ノートはイコールでないということは、おわかりいただけ

ると思うんですが。 

○金田興一委員 わかります。 
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○健康づくり課長 母子手帳につきましては、妊娠の届出があった数で申し上げますと、平成２２年度におきま

しては５９１人という状況でございます。この中で共通診療ノートを何名に配布しているかというところまでは、

済みません、把握してございません。 

○金田興一委員 わかりましたが、やはり費用対効果じゃないけど、共通診療ノートというのはそれなりきに役

割があると思うんで、どのくらい行き渡っているのかというのは、把握しておいたほうがいいような気がするん

ですけど、これはどうなんですか。 

○健康づくり課長 そうですね、今後、把握できる範囲で把握させていただくようなことを考えたいと思います。

参考までに申し上げておきますけれども、共通診療ノート自体の存在というものが、なかなかまだ認識されてい

ないという状況も、いろんな場面から私ども把握しております。それを含めましてやはり分娩医療機関がない市

内ということで、分娩に不安をもつ方も多くないということでありますが、こうした共通診療ノートを使う等を

利用していただいてですね、安心して出産でき、あるいは安心して子育てができる環境にあるよというところは、

引き続き強力にＰＲしてまいりたいと考えております。 

○金田興一委員 やはり一番今言いたかったのは、共通診療ノートがあるよということをいかに市民に知らせる

かということで、妊娠した方が届け出に来た時に診療ノートがあるかないか聞いたり、またそういう人たちが外

へ行って口コミで宣伝するっていうことになれば、やはり共通診療ノートの存在というのもわかってくると思う

んで、ぜひここらについても一層の配慮をお願いしたいなとこんなふうに思います。この件については以上です。 

 もう１件、いいですか。１８１ページの関係ですが、環境衛生費の中で公衆便所清掃謝礼とありますが、現在

市内に公衆便所という形で市が認知しているのは、何カ所くらいあるんですか。 

○生活環境課長 私どものほうで公衆便所ということで管理しておりますのは、３カ所ございます。ちなみに場

所は一番町の末広公園、それから六番町の消防の詰所の横、ほかに町区の宮本町バス停、この３カ所を私ども公

衆便所ということで管理させております。 

○金田興一委員 そのほかに地域なりであると思うんですが、特に中心市街地に来ても公衆便所が少ないという

話が、私のところへ何件が来てはいるんですが、便所をつくるはいいけど、あとの管理もなかなか大変だと思う

んで、ここらは返答に窮しているところがあるんですけれども、公衆便所のこれからの配置計画みたいなのはあ

るんですか。 

○生活環境課長 正直に言いまして、今は公衆便所の配置計画はございません。どちらかと言いますと、今、私

どもも公衆便所の管理に非常に困っております。特に古い公衆便所がありまして下水道工事等を、水洗にしたり、

その関係でいたずら、あるいは心ない人のあれで壊されて、直したのにもう使えないというようなのがありまし

て、管理のほうの、管理はそれぞれ地元の団体にお願いしているわけですが、非常にもう壊れちゃったというこ

とで危惧しております。ただ塩尻ばかりではございませんが、今は割とコンビニとかそういうとこのおトイレが、

割と一般お客さんたちに公開されてますので、それを考えて公衆便所、今、お聞きする中では宮本町のバス停は、

やはりバス停に近いものですから地元の方も使っているということで把握はしておりますが、今、公衆便所を配

置していくという考えはもっておりません。 

○金田興一委員 確かに管理の面での難しさってのは十分承知ができるんですし、私自身も困った時はコンビニ

をお借りすることは結構あるんですが、特に大門の、この中心地を見た場合にコンビニも実は少ないんですよね。
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大勢来るいろんなイベントの時にトイレがないという話は結構あるんですよね。一つの方法として市民交流セン

ターもあるし、ウイングロードビルもありますし、あるいはそのほかに商店等もあるんで、ここはね、トイレを

自由にお使いくださいみたいな形でのそういう商店と施設の方との話をして看板を掲げるなり、特に塩尻の場合

は、これからハロウィンがあったり、いろんな催しがいっぱいあったり、ワインのあれがあったり、結構県外か

らも来てわからなくて困っている人っていうのはいるんですよ。駅の近辺だけにいればいいけども、一歩出れば

もうトイレがないっていう話が結構あるもんですから、ここらももうちょっと研究をされてお願いできるところ

にはお願いをするような何かね、私どもも一緒になってやらなきゃいけないことなんですけれども、そんなこと

がよく言われるもんですから、ちょっと質問してみたんですが。 

○生活環境課長 確かにそういうの、イベント等の時には特にそういうのを聞いておりますんで、また今後、ち

ょっと研究させていただきますんで、よろしくお願いいたします。 

○委員長 金田委員にもよく頼んで。ほかにありますか。 

○金田興一委員 もう１点だけ。１８７ページで以前にも説明を受けたと思うんですが、新しい委員さんもいま

すし、私もちょっと忘れちゃったんでお聞きしますが、何億の数字の中で１円っていうのは１カ所あるんですよ

ね。火葬残灰処理業務委託料、この点についてちょっと説明をお願いします。 

○生活環境課長 この１円の入札でございます。火葬の残灰の処理でございます。火葬の残灰処理は廃棄物処理

法でいきますと、燃え殻、汚泥ですので産業廃棄物の扱いになります。産業廃棄物ですので、それを処理してい

ただくためには、その対価を私どもは払って適正に処理していただくというふうな事務をしております。その中

で、この火葬灰につきましては、そこから貴金属等が取れるということで、要は業者のほうでは資源物として処

理できると、なおかつ貴金属として取れるんでお金が入ってくるという、その中でやっていると。そういう中で

私どもは今の段階では人の焼却した後、一応これは火葬炉ですので産業廃棄物という考え方で事務をさせていた

だいて、約運搬賃等の予算５万円くらいもたせていただいております。それによって入札をさせていただきます。

その入札の中では４者、１円で全員出てまいりました。それで入札の規定によりまして、抽選で行わさせていた

だいているのが現状でございます。ただもう一つプラスアルファですが、長野市さんは今度これを逆に売ってお

ります。ですから、これは割と長野市さんは、焼く量が多いですのでボリュームがありまして、約１００万円以

上の収入になっております。ですから収入になっているということは、廃棄物という考え方ではないわけです。

資源ということで入札をしますよっていう形の事務をしております。ただ、これにつきましては、長野市さんも

踏み切った時には、すべての遺族の方から資源物として売りますよと、その承諾のはんこをいただいてやってい

るそうです。ですので、今の私どもでは、それを資源物として扱うというふうなＰＲは、まだ今の段階ではでき

ないんじゃないかということを考えておりまして、一応焼却を行ったものは産業廃棄物ということで、今、これ

で２年目になりますが、１円入札という考え方で執行させていただいておりますので御理解をお願いします。 

○金田興一委員 わかりました。 

○委員長 いいですか、ほかにありますか。 

○副委員長 何点かちょっとお聞きしたいですが、同じ１８７ページの新エネの関係で補助金制度で、ソーラー

システムや何か、ことしもそうですけれど利用者が多くて補助金が途中で終わっちゃうっていうようなことがあ

ったんですが、前年度は設置した人たちは補助金を全員いただいたというか、申請した人はもらえたということ
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でしょうか。 

○生活環境課長 この平成２２年度の決算では全員ではございません。予算の範囲でっていうことですので、確

かに去年は途中補正をかけておりますので、その幅は少ないと思いますが、その方たちには次年度に計画をもし

できたら延ばしていただきたいというアナウンスをさせていただいて、問い合わせが来ますので。今も一応イン

ターネットでは予算が終了しましたという、御存じのように出しております。その中で今後本会議でも柴田議員

の御答弁、部長がさせていただきましたが、その問い合わせを計画等ある場合には、私どものほうに相談してく

ださいというふうな扱いをさせていただきまして、今後その需要等も見ながら検討させていただきたいというふ

うに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○副委員長 では来年度回し、今年度もまた来年度回しみたいな形で案内していくという形でいいわけ。 

○生活環境課長 今の状況では、もし来年度にできればということでやっておりますが、将来の場合には、今、

割とそれだけを工事にするっていう方も出てまいりました。というのは改築の補助金がありますので、そちらの

ほうと、改築とソーラーとを一緒にやるという形のが割と出てきました。その前は新築にソーラーを乗せたほう

がコスト的にベターという考え方ですんで、新築が割と多かったんですが、今はそういうのが出てきております

ので、次年度っていうことが改築であればできるような気もするんですが、一応、そういう御相談には乗ってお

りますけれど、どういう件数が来ているかは、今、把握しつつあるところです。 

○副委員長 ちょっと違う項目ですが１８１ページの関係で、塩尻市は産科がないというようなことで、ここに、

中ほどよりちょっと下に産科医療研究ネットワーク負担金というような形で、これはどんな研究をされているか

ちょっとお伺いしたいんですけども。 

○健康づくり課長 ただいま御指摘がありましたように産科がないという中で、昨年６月末に産科医療研究ネッ

トワーク協議会というものを立ち上げました。メンバーにつきましては医師、助産師、あと子育て関係の行政関

係になりますけれども、保育園長、あるいは子育て支援センター長、それから養護教諭、あるいは組織的に県の

保健福祉事務所の職員、それから市民から一般公募で４名入っていただいておりますけれども、合計１３人の組

織で昨年５回この協議会を開催いたしました。協議会の後半部分では、まず市の分娩施設がない状況を皆さんが

どういうふうな認識でいらっしゃるかと、あわせましてどういうところに要望として多くの意見をお持ちなのか

と、そこら辺を把握するためにアンケート調査を実施いたしました。アンケート調査の中身につきましては、出

産御経験のお母さん方を対象としたもの、それからまるっきり無作為抽出の一般市民を対象としたもの、今、二

種類のアンケートをとりまして、このアンケートの内容を分析いたしまして、今、塩尻が置かれている状況の中

で、すぐに産科医をもって来るというわけには当然まいりませんので、今ある環境をどうしたら少しでも改善で

きるかというところを、このアンケート結果をもとにこれから対策をとっていく計画です。具体的に動いている

部分もありますけれども、まずはやはり基本的には先ほども金田委員さんにも御答弁申し上げましたけれども、

共通診療ノートのＰＲといったような、今ある状況をなかなかまだサービスのＰＲまで行き届いてないというふ

うなところが把握できておりますので、こうしたところをできるだけＰＲしていきたいという、そんな今後のス

ケジュールを持っておりますが、ちょっとダブりますけれども産科医の招へいというのがすぐにはできない中で、

今の環境をよくしていこうというところで、協議会として今後も進めてまいりたいというふうに考えております。 

○副委員長 塩尻の場合だと桔梗ヶ原病院が前にあったというようなことで、そこに大分力を入れてお願いした
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りっていったような話は、以前にも何回かお聞きしたわけですが、塩尻じゃなくても、例えば村井の国立病院っ

て言いますかね、今、言い方はちょっと変わっているかどうかわかりませんが、その辺だと塩尻にないというこ

とでの市のイメージとか、そういう部分からいくといろいろあるかもしれないけど、そういうところだと割合、

塩尻市からは近いわけですし、ああいう組織ですからまるっきりの民間と違いますから、そういう可能性ってい

うのは、その辺のところも含めて何とかしていこうというような考え方っていうのはあるわけか、研究している

のかどうかお伺いしたい。 

○市民環境事業部長 今、松本医療センターの話が出たもんですから、私、あそこが地域支援病院ということで

指定されていまして、その運営委員ということで私が出席しているものですから、ちょっとその辺の状況をお話

をさせていただきます。実は、夕べその会議がありました。それで何回か今までも既に、せっかくあそこが御承

知のように中信病院と一緒になりまして、一体化して下の地でということで、今新しく増築、あるいは改築等始

まっているわけですけれども、ぜひ産科をということで、塩尻市のみならず松本の医師会のほうからも御要望を

その都度上げていただいております。実は、きのうもそういった話が出ましたけれども、松本医療センターのお

答えは、やはり一たん閉めたものですから、やっぱり一たん閉じたものをああいう大きな組織の中で立ち上げる

ということが、すごくエネルギーのいることですし、可能性があれば頑張るんだけれども、今のところ信大等の

連携を取る中では、まずドクターがいないという中では、とても考えられないという、きのう御返答をいただき

ましたけれども、そうは言わずに前向きにぜひということで、関係者、松本の医師会等からもそういった御発言

をいただいておりますし、私のほうもそんな発言をさせていただいたところです。さっきの桔梗ヶ原病院につき

ましては、本会議の中でもたしか、その話もちょっと答弁させていただいたかと思うんですけれども、妊婦健診

まで何とか、今、異動があってまいりましたので、これが出産までいけばいいっていうことを我々はお願いをし

ているところですけれども、やはり医師が少ないという中では、まだまだ少し時間がかかる問題なのかなという

ふうに思っております。それで今、課長が申し上げましたネットワークの中で、少しでもそこへ行くまでの間、

何か市民の皆さんに少しでも御利用いただけるようなサービスがないかということで、研究しているところでご

ざいますのでよろしくお願いいたします。 

○副委員長 もう１つ、じゃあ、申しわけない、１７７ページの関係ですが、この上のほうに行って結核健康診

断委託料、それからこっちの下の保健対策事業委託料では、肺がん検診というようなことで同じ肺の検査をする

わけですが、今、いろいろと国保が赤字だというような現状の中で、同じような検査をするには、素人の考え方

だけれど一緒にというようなわけには、あれかね。目的は違うにしても専門家の医師たちに言わせると、それは

一緒にやろうかと思えばできるよって言い方をしている医師もいるんだけど、その辺はどんなもんなのかい。 

○健康づくり課長 ただいまの御質問、上のほうの結核健診、これにつきましては、いわゆるレントゲンの間接

撮影、それから間接撮影で陰がありそうだという方につきましては、もうちょっとフィルムの大きい直接撮影と

う流れで、委託をお願いしたものでございまして、これにつきましては、一応、感染症法に基づいた結核の健診

であります。下のほうにつきましては、肺がんのですね、ＣＴ検査、輪切りがもう少し細かな精度の高い検査、

これにつきましては御希望、上ももちろん希望なんですけれども、希望に沿いましてですね、３，０００円御負

担を願いまして集団検診で実施した内容でございます。 

○委員長 係長答弁にしますか。いい。 
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○健康づくり課長 一緒にできない内容なんですけれども。 

○副委員長 ちょっと素人の考えじゃ、ＣＴっていうか、それだけ細かくやればわかってやしないかなっていう、

例えばの話で。そうすると、だって手間だって金だって、これ２回もし受けるって言えば２回行かなきゃいけな

いしさ、行くほうも。やるほうだって２回やらなきゃいけないだもの、それは銭だって安くはないからな。そう

いうところから何ていうかね、やっていかなきゃ。これは法律があってどうのっていうのは、多分そうだろうと

思うけれど。 

○委員長 今答えられますか。 

○市民環境事業部長 結核予防健診のほうは、今、課長が申し上げましたように感染症の予防法の中で位置づけ

られておりますし、がんのほうはまた健康増進法のほうで位置づけになっていまして、確かに撮れば、例えば結

核健診をやった時に直接撮影をしてがんが見つかることもあります。ありますけれども、本来の見つけるものが

違うものですから、もちろん見つけた時、うちは結核だからがんは言わないよではないですので、がんが見つか

ればそのように受けられた方には御報告して、次の治療につながるようにはしておりますけれど、これはそうい

ったちょっと違う部分の健診なものですから御理解をいただきたいと思います。またきっとそういうあれもあり

ますのでね、例えば違う方法が見えて、これでいけるじゃないかというような見直しも、ひょっとしたら専門家

の先生のお話を聞いてると、そういったような御意見もありますので、将来的にはひょっとしたらそうなってく

れば、私たちとしても大変ありがたいと思っております。 

○委員長 また調査、研究してもらうということで、いいですか。 

○務台昭委員 １８９ページの霊園の管理経費のほう盛ってありますが、この中で今塩尻市の霊園は飽和状態、

まさしくあとわずかの区画しかないという霊園の姿なんですが、本当に今頑張って高齢者の方長生きをされてる

もんですから、一度にはどっと行きませんですけれど、もうすぐそこまで来ているという状況の中で、市として

次の造成についてどのようなお考えをもっておやりになるか、これは私ども高齢者にとっては必死な思いでござ

います。そんなことでありますので、その構想についてお話いただきたいと、どうでしょうか。 

○生活環境課長 先ほどお話ししましたが、今、約１，９７０くらいが実際に東山霊園にございます。残りがこ

の平成２２年度末の状態で約３３使用を出してございます。今回、平成２３年度にその中に造成工事をさせてい

ただき、平成２２年度にお認めいただいた設計委託の関係で、今やっているところでは５９、最初５０の予定で

したが５９できる。それからもう１カ所別の場所に設計委託したので３０できる予定になっております。約８９

くらい、中でふやす予定でございますので、それをことし、それと来年という実施計画の中で行わさせていただ

きます。続きまして、それじゃそれで数、約１００くらいしかございませんので、実際にはほしいって方は抽選

になっておりますので、実施計画の中では平成２５年、２６年くらいに別の場所に、今一番考えているのは、で

きれば今の東山霊園近くのほうが管理上いいのではないかなというふうに考えてはおります。場所については未

定でございますが、そのくらいに。需用の関係でいきますれば、予測では５００くらいの規模のを当面考えてい

けばどうかなという、これはまだ実施計画の段階ですが、そんなような構想でおります。 

○務台昭委員 今、そのような構想だそうですので、速やかに計画をつくっていただいてお示しをいただきたい。

私も他府県の皆さんで塩尻市に引っ越して来たいという方が、何を真っ先に言うかというと墓を買うところはあ

るか、いや、それはちょっと厳しいなと、そういうようなことを返答しているんですが、行く先がなきゃ困るん
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で一つ速やかに進めていただきたいと。それと同時にちょっとお願いがあるんですが、新しい造成や何かでそう

いうふうに本当に積極的にやっていただくことは、非常にありがたいことだと思ってます。ただその計画が、あ

まりお墓でもうけるということはないと思うが、なるべく狭い土地を有効に利用しようというようなことで無理

をします。そうすると今あるお墓みたいにオリンピックの選手の強化練習場みたいな階段で、あそこへ行ったら、

おりてきたら年寄りは死んじまう、そのくらい急傾斜なものをつくりました。そうでなくてやはり計画を立てて

おっしゃっていただいている、そのマニフェストにあるように憩いの場所として皆さんが訪ねていただけるよう

な墓にしたいとしたら、もうちょっと市民の立場で、こんな急傾斜の石段は無理だと、もう少しすんなりと上が

って墓参りに来れる、そういうところを目指してつくりましょうとか、その計画性においてもね、やはり使う側

の皆さんの立場で考えていただいた計画を進めていただきたい。これは切なる願いでございます。そんなことで

すのでよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長 何か答えてください。 

○市民環境事業部長 今、課長のほうからお話ししましたように、これからの計画の中でそういうどこにってい

うことも考えていかなきゃならないわけですけれども、今、委員からいただきました意見も参考にしながら十分

意を用いて、また検討させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

○務台昭委員 お願いします。ありがとうございました。 

○委員長 ほかに。 

○丸山寿子委員 １７５ページの、資料の４６ページですけれども天使のゆりかご支援事業ですが、予算が７０

０万円のところ１，２００万円以上ということで、結果として３月３１日までで６７人の方が補助金ということ

で希望されたと思うんですが、これは不妊治療を受けるにしても受けないにしても、大変心身ともに負担、金銭

的にも大きいものであるわけなんですが、以前、やり始めたころもお聞きしたんですが、結構塩尻の場合、受け

られた方が割といい率で出産されているっていうようなことを聞いたんですけど、平成２２年度も割合と比較的

そんな状況だったのかどうか、もしわかるようでしたら教えてください。 

○健康づくり課長 一応決算書のほうには、補助金６７人というふうにあります。出生って言いますか、平成１

７年度以降の状況を見ますと、大体年度の申請者数が６０人前後くらい、全体で今まで３６０人くらいになりま

す。その中で、出生実数の累計で平成２２年度までを見ますと１２３人の出生数がありました。こうした事業を

ほかの団体でやっているかどうかっていうのは、あれなもんですから、この事業の効果が上がっているかどうか

っていうのは何とも言えないところはありますけれども、恐らく私どもは、やはりこうした事業を通しましてで

すね、少しでもそうした子供さんを望まれる方の役に立てばというふうなことで、継続しているものでございま

す。 

○丸山寿子委員 延べで書いてあるんですけれど、平成２２年度は何人っていうことはあれですか。 

○保健予防係長 平成２２年度に出産された方というのは、平成２１年度に申請された方になりますので、平成

２１年度に申請された方の中で出産された方は１２人になっております。 

○委員長 １２。 

○丸山寿子委員 続けてお願いします。その下の予防対策事務諸経費の中で、資料の４６ページのほうを見ます

と、まず中・高校生の麻しん風しん第３期・４期ってありまして、それは割と最近始まって、２年か３年前に始
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めてたと思いますが、大学生とか大変かかる方が多くて、それからだと思うんですけれど、実際受けていらっし

ゃる方っていうのは、比率としてどんな比率で受けているのかどうかってことはわかりますでしょうか。 

○健康づくり課長 係長から答弁申し上げます。 

○保健予防係長 平成２２年度の接種率ですけれども、１期から４期に分かれておりますので順番に説明させて

いただきます。１期の方につきましては、対象者数５９０人中５７７人に接種しておりまして、接種率は９７．

８％になっております。１期の方は１歳から２歳未満になっております。２期の方ですけれども、小学校入学前

の１年間の方が対象となりますけれども、こちらのほうの接種率は９６．３％です。３期の方ですけれども、こ

ちらの方たちは中学１年生に相当する年齢のものでありまして、接種率は９１．３％になります。４期の方は高

校３年生に相当する年齢の者でございまして、接種率は８５．２％になっております。 

○丸山寿子委員 年齢が上がると、というか、特に中学生また高校生になるとちょっと下がるわけですけど、大

学ですごく流行ったっていうのがあって、これが始まったと思うんですけど、これは啓発っていうか、周知とい

うか、どんなふうにされているのか教えてください。 

○健康づくり課長 係長から。 

○保健予防係長 未成年者の方にははがきで勧奨しておりまして、３回ほど送付させていただいておりますが、

現在、８割の大学のほうで入学時には新入講習時に履歴調査があるということをはがきに中に織り込みまして、

直接通知となっております。 

○丸山寿子委員 中学生と高校生の時受ける、該当する年齢の家族に対してどのように周知しているかをお聞き

したんですが。 

○保健予防係長 その対象者の方の親御さんに通知を出すことになっております。 

○丸山寿子委員 十分にまた受診の効果というか、そういったことがまた伝わるように周知をお願いしたいと思

います。 

 もう１点お願いしたいんですが、資料のほうの同じところの子宮頸がんのワクチンについてなんですけれど、

これについては新しく始まったわけで、すべて何でもメリット、デメリットあったりするわけですけれど、最近

新聞を見ますと、ほかに持病があったらしいんですが接種後に中学生で亡くなっているっていう例があって、７

月２８日に接種を受けて３０日に亡くなったということで、発表とすれば、接種と直接は関係なくて持病だとい

うようなふうに報道されていますが、いずれにしても受けるということになれば、病気に対する啓発だとか、教

育だとか、健康に対するものだとか、そういった教育が必要ではないかという声が、お話をされる方たちもいた

わけなんですけれども、その辺は、これを事業としてやっていく上で何か前もって教育だっていうんですかね、

お伝えすることっていうか、市としてはどんなことをしているのか、ありましたら。 

○健康づくり課長 当然のことながら予診表を取りに来ていただいた段階で、概要を説明しながら効果、あるい

は危ない部分、危ないって言うとちょっと語弊がありますけれども、そういったところも含めまして御説明申し

上げております。それと実際に接種していただく医療機関におきましても、そこら辺につきましては十分話をし

ていただいていると思いますし、私どももそのように医療機関のほうにはお願いしてきております。いずれにし

ましても接種する機関との連携も十分取りながら、あるいは、今、委員さん御指摘のような全国的な情報も入手

しながら対応してまいりたいというように考えております。 
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○丸山寿子委員 要望ですけれど、本当に健康に対する教育だとか、病気に対する教育だとか、そういったこと

も含めて何かの機会に、この病気についても啓発をしていただけるようにお願いをします。 

○委員長 ほかに。 

○柴田博委員 １７９ページのＡＥＤの関係ですけれども、ここに書かれているのはリースしている分の使用料

ということだそうですけれども、実際に設置されているＡＥＤが使われたというようなケースというのは、今ま

であるのか、どれくらいあったのか、その辺についてちょっと説明をお願いします。 

○健康づくり課長 昨年度だったと思いますが、東小で使用されたという話は聞いております。一応救急搬送さ

れる前の時点でＡＥＤを使用しまして、その時点では動いてなかったものが、一応動いたっていうことで置いた

価値があったかなというふうな、そんな話を受けておりますけれども、そのお子さんのその後につきましては、

ちょっと把握しておりません。私ども把握している範囲では、その１件であります。 

○柴田博委員 今の中では、例えば実際使えるような状況になったら報告を受けるような仕組みにはなっている

わけですか、市のほうでは。 

○健康づくり課長 具体的に連絡をくれというふうな話は、特に統一はしておりませんけれども、やはり使うと

いう形になりますと当然連絡が入ることですので、それなりの情報は入ってくるかと思っております。ただ、そ

こら辺、当然、状況等もある程度私ども把握している必要があると思いますので、ちょっとそこら辺につきまし

てもまた徹底するような形で考えたいと思います。 

○柴田博委員 ぜひお願いします。 

 それともう１点ですけれど、１８３ページの資源リサイクルの関係ですけれども、先ほどの説明でびんの回収

は月に１回で、ペットボトルは月に２回っていうふうに説明をされたというふうに思うんですけれども、委託料

のほうはほとんど同額なんですが、それはどういう関係になるのか、その辺をお願いします。 

○委員長 時間がかかりそうなら後にしますか、調べて。 

○生活環境課長 ちょっと調べさせていただきます。よろしくお願いします。 

○委員長 柴田委員、先へ。いいですか。 

○柴田博委員 いいです。 

○委員長 では、ほかの方、御質問。 

○五味東條委員 要望ですのでね。健康増進事業っていうのはよくやっていただいてですね、あれなんだけれど、

いずれにしても予防が第一なもんですから。きのうもね、おれ、ちょっと若干だけど、ためしてガッテンをちょ

っと見たんだがね。健康診断をして、その数値によって何とかっていう項目だね、それが年齢別に表になって保

健婦がそれに従ってやっていったら糖尿病患者がずっと毎年減ってるんだって。だからその資料っていうのも、

何かためしてガッテンでやっておるところをよくよく見ておったんだけどね。やはり、恐らく塩尻市内でも糖尿

病患者っていうのは、どんどんふえてると思うんですよね。だけど年々減ってるんだって。だからその一つの原

因っていうのはやはりあるもんで、そういうものがあれば、要は特に健康診断をやってもらって、その辺の数値

でね、その今の表に当てはめてもらって、それであなたはちょっとあれだよっていう形のものがあるんですよね。

そういようなものをちょっとね、やはりもう少し予防健診っていうのかな、そこに力を入れてほしいなって思い

ます。 
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○健康づくり課長 夕べ私もその番組を見ましてクレアチニンというものだったと思いますけれども、透析患者

が減少したという兵庫県の事例だったと思います。たまたま私もその番組を見たもんですから、自分の検査項目

で見ましたらクレアチニンという項目がございました。私ども保健指導する際にですね、当然のことながら全員

というわけにはまいりません。ある程度そうした今の腎臓病の関係になるかと思いますけれども、それに限らず

数値の高いもの、あるいは高くなる傾向にあるもの、そうしたものにつきましては、私どもの関係の特定保健指

導で、国保の関係の保健指導という形になりますけれども、そこら辺の方々につきましては保健師のほうから直

接生活習慣を改めるですとか、そうした指導はさせていただいていると思います。委員さん御指摘のとおり予防

に力を入れるというふうな時代であると思いますので、そこら辺につきましても改めて徹底してまいりたいと思

います。以上でございます。 

○五味東條委員 お願いします。 

○委員長 いいですか。さっきの答弁はありますか、まだ。 

ほかにありますか、委員の皆さん、質問。なし。じゃ、ちょっと休みを入れますか。入れたほうがいいでしょ

う。それで答えられるように準備してください。では１０分の休憩をいたします。 

午後３時０３分 休憩 

――――――――――― 

午後３時１２分 再開 

○委員長 それでは休憩を解いて再開します。 

○生活環境課長 先ほどのびんの回収委託料とペットボトルの回収委託料ですが、びんのほう月１回、それから

ペットは月２回ですが、びんのほうは、この場合の私どもの契約は、びん、それからペットの場合、単価契約を

させていただいてございます。量によって同じになっております。それと、びんのほうが重いですので、人件費、

それと台数の関係がプラスになっております。ただ、それではペットのほうはどうかと言いますと、ペットは単

価的にはトン数でいけば高いわけですが、ペットは処分費、中間処分ですが、これは協会に出しています。その

圧縮梱包をそこでさせていただき、もちろん分別もあります。それを協会に出しているという、分別処分、中間

処理がその中に入っておりますので、そこで１回、２回。びんは５分別に今収集させていただいてございます。

というのは色分けをさせていただいています。それによって分別の方法が、ペットよりは圧縮梱包、容リプラも

圧縮梱包をしておりますが、ペットボトルも圧縮梱包をして協会のほうに出しておるという、そういう処分費も

入っての単価契約でございますので、こういう形になっております。 

○委員長 いいですか。 

○柴田博委員 いいです。 

○委員長 ほかに御質問ありますか。 

○副委員長 選挙の関係で、選挙費の関係ですが１２１ページ。昨年度４回選挙があったわけですが、ポスター

掲示場設置委託料っていうの、みんなそれぞれ違うわけだけれども、どういう関係で違いがあるんですか。 

○選挙管理委員会事務局長 選挙のポスター掲示場につきましては、さきほど申し上げましたが、設置をすると

いうことと、それと公示期間中の修理等の管理、それと撤去ということですべてを含めての契約をしております。

選挙によりまして短いものでは日程が７日間もございますが、知事や参議院は１７日間という長いということも
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ございますので、その管理期間の違い、それと大きくは区画数が選挙によりまして、例えば市長選挙は４区画で

ございましたけれども、例えば先日の市会議員選挙は３０区画ということで、区画数が違いますとその材料もそ

うですし、人件費も違うということで、それぞれが違ってくるというものでございますので、お願いしたいと思

います。台数は、２７７カ所はすべて同じでございます。以上です。 

○副委員長 例えば参議院選と知事選っていうのは、もうほんのわずかな間であったり、今回、今年度になっち

ゃうけど県会議員と市会議員の選挙の間は短いから、例えば撤去するのと、また取りつけるのと一緒に、手間は

若干かかるにしても、同じ人がやるならそんなに手間は、同じ場所に行って片方は外して片方取りつけるみたい

なので、ある程度人件費も浮くんじゃないかと思うが、そういう計画の仕方はどういうことになってますか。 

○選挙管理委員会事務局長 実は一つ選挙が終わりまして撤去をしまして、その後新たに設置をしているという

ことでございます。ほとんどの選挙については、市会議員の場合は区画数が大きいものですから、ちょっと場所

によっては違う場所に変わることもございますが、大体のものは同じ場所に設置になりますので、一回さらにし

ておいて再度するという形ですので、それぞれの、同時にとはちょっといきませんけども、そういう形でやって

います。 

○副委員長 その都度やる人はかわるっていうこと。 

○選挙管理委員会事務局長 一応これにつきましては、市内の建設業者に委託をしているという形で、結果的に

は同じ業者にお願いをしております。 

○委員長 いいね。ほかにありますか。ありません。 

 では次に進みます。歳出についての残りの部分に行きます、一般会計の歳出ね。９款の消防費から１２款公債

費、１３款諸支出金、１４款予備費及び財産に関する調書、説明を求めます。 

○消防防災課長 それでは決算書２５４、２５５ページをお願いいたします。決算説明資料につきましては、６

０、６１ページになります。９款消防費１項消防費１目常備消防費から御説明をいたします。備考欄の一番上の

白丸、消防負担金、１つ目の黒ポツ、松本広域連合負担金６億２，０００万円余でございますが、これは常備消

防運営のための負担金５億６，８００万円余のほかに、人件費の負担金といたしまして広域消防局からの派遣職

員１人分の人件費７００万円余と合わせまして、人件費負担金の退職手当４，５１８万円余、これにつきまして

は松本広域消防局で退職をされました職員のうち、本市で採用されました消防職員の退職に伴う退職手当、平成

２２年度につきましては３人分の負担金であります。それからその下の黒ポツ、松本広域連合負担金の高速救急

業務６４６万円余でございますが、高速道路における救急業務に対する負担金でございまして、上り線につきま

しては塩尻北インターから岡谷インターまで、下り線につきましては塩尻インターから松本インターまでの間で

ございます。同額を歳入の雑入で支弁金という形で受け入れをいたしております。その下になりますが、長野県

消防防災ヘリコプター運航協議会負担金１２７万円余であります。長野県消防航空隊維持のための負担金でござ

いまして、８人の人件費ですが、松本広域からは３名の職員を派遣しております。その下の黒ポツ、木曽広域連

合負担金３８３万円余でございますが、木曽広域の消防庁舎建設に伴う起債の償還分でございまして、最終、平

成２９年度までという負担金であります。 

 次に２目の非常備消防費をお願いいたします。備考欄一番上の白丸、委員報酬６万３００円でございますが、

消防委員会を２回開催しておりまして、延べ１８人分の報酬でございます。 
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 それから白丸１つ飛びまして団員報酬２，１６０万円余でございますが、これにつきましては消防団員９００

人分の報酬でございます。 

 それから白丸２つ飛びまして、上から６つ目消防団補助費１，３２４万円余でございますが、１つ目の黒ポツ、

消防団員退職報奨金１，２８３万円。これにつきましては、５年以上勤務をしました団員のうち退団した５２人

に対しまして、階級や勤務年数に応じた退職報奨金を支給したものでございます。消防団員等公務災害補償と共

済基金から１，１４９万８，０００円の収入がございますので、市の持ち出し分としましては１３３万２，００

０円ということでございます。 

 その下の白丸、消防事務諸経費２４０万円余でございますが、２５７ページをお願いいたします。上から６つ

目の黒ポツ、無線装置保守点検委託料７２万円余でございます。これは塩尻地区の消防団無線の保守点検４８万

３，０００円、楢川地区の消防団無線の保守点検２３万８，０００円余でございます。 

 次の白丸、消防団諸経費１，８９６万円余でございますが、６つ目の黒ポツ、電力使用料２６２万円余、これ

につきましては、消防詰所３９カ所等の電気料になります。１つ飛びまして消防車両の修繕料２６２万円余でご

ざいます。これにつきましては、ポンプ車、積載車の車検代、あるいは修理代です。その下の被服費２９７万円

余、これにつきましては団員のはっぴ、活動服などの被服費でございます。それから５つほど下がりまして備品

購入費５１９万円余でございますが、消火栓ホース格納箱、消防用ポンプホース、あるいはポンプ車用の吸管な

どの備品をそれぞれ購入をしたものでございます。 

 次の白丸、消防負担金２，１２１万円余の２つ目のポツ、消防団員退職報奨金負担金１，８４３万２，０００

円でございますが、これにつきましては、団員のための労苦に報いるために５年以上勤務し退団した団員に対し

まして、退職報奨金を支払うための負担金でありまして、一人当たり１万９，２００円分を支払っているもので

ございます。１つ飛びまして公務災害補償費負担金２１４万円余、これにつきましては、消防団員が公務により

死亡、あるいは負傷した場合に、その災害に対しまして補償するための負担金で一人当たり１，９００円でござ

います。いずれも消防団員等公務災害補償等共済基金へ支払ったものでございます。 

 その下の白丸、消防交付金１，６０９万円余の１つ目の黒ポツ、消防団運営交付金１，２５３万円余でござい

ますが、これは消防団を運営するための交付金でございまして、団員数、世帯数、それから消防車両の数などに

基づきまして、各部に交付をしているものでございます。 

 ２５９ページをお願いいたします。一番上の災害出動交付金２１４万２，０００円でございますが、これは火

災の消火活動ですとか、行方不明者の捜索活動などの出動に対して交付するものでございまして、半日出動につ

きましては１，５００円、１日出動につきましては３，０００円ということで交付をさせていただいております。

昨年度につきましては合計２２件出動をいたしておりまして、火災に伴う出動が１０件、行方不明者の捜索が４

件、水防が４件、その他４件という状況になっております。その下の大会出場交付金１４１万円でございますが、

松本消防協会大会への出場交付金で、ポンプ操法大会に４チーム、ラッパ吹奏大会に１チーム分でございます。 

 白丸１つ飛びまして消防団活性化推進事業１１３万円余でございますが、これは消防音楽隊の活動費９６万円

が主でございまして、音楽を通して団員の士気高揚を図るとともに、市民への防火防災意識の啓発を図るために

支出をしているものでございます。 

 次に３目の消防施設費をお願いいたします。１つ目の白丸、消防施設整備費２，９４２万円余でございますが、
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一番上の設計委託料４９万３，０００円余につきましては、洗馬分団第２部、洗馬の元町にありますが、の詰所

建設にかかわる設計委託料でございまして、本年度建設工事に着手しております。３つ目の黒ポツ、小型動力ポ

ンプ購入費５１０万円余でございますが、昨年度３台配備をいたしまして、塩尻分団の第４部上西条、同じく第

９部東山、それから宗賀分団第１部床尾に、それぞれ小型動力ポンプを更新したものでございます。その下の消

防ポンプ自動車購入費１，５８５万円余でございますが、片丘分団第２部、南内田でございますが、このポンプ

車を更新したものでございます。その下の消火栓新設改良負担金７８１万円余でございますが、消防整備の未整

備地区を重点的に進めてきておりまして、新規設置２基、これは上西条と牧野であります。及び移設修繕が７基

分でございます。 

 その下の消防施設整備費、これは平成２１年繰越分でございますが４９９万円余でございます。これにつきま

しては、詰所修繕工事が６カ所、防火貯水槽補修工事５カ所等につきまして支出をしたものでございます。詳細

につきましては、工事請負費等明細書の２３ページにお示しをしてございますので、よろしくお願いいたします。 

 最後になりますが、４目水防費をお願いいたします。水防施設管理諸経費２１万円余のうち水防用資材１８万

７，０００円余でございますが、土のう用の砂及び土のう袋を購入したものでございます。以上、消防費の主な

ものについて申し上げました。よろしくお願いいたします。 

○財政課長 続きまして公債費をお願いいたします。３２４ページ、３２５ページでございます。３２５ページ

の元金につきましては、合計７８５件で２９億３，５４１万７，７１０円でございまして、前年度と比較いたし

ますと１億８，０００万円ほどふえておりますが、このうち、その下にうち書きで書いてございます繰上償還分

の元金償還金、これが１億９，６７１万１，３７０円ございますので、実質的な元金償還金は減っております。 

 次のページになりますが、利子につきましては長期債の利子が４億５，８６５万１，７７３円で、対前年度で

こちらも２，６００万円ほど減っております。以上でございます。 

○企画課長 その下の１３款諸支出金、公営企業費１目土地開発公社費１億２，８００万円につきましては、公

共用地取得等に関しまして、事業の円滑を推進するため、土地開発公社に無利子で貸し付けして事業支援を行っ

たものであります。以上です。 

○財政課長 最後、予備費でございますが、予備費を支出する場合は、実際に支出する科目へ充用いたしますの

で、予備費自体の支出額はゼロとなっていますが、左側のほうのページの流用、三角表示になっておりますが、

１，５００万円を流用いたしましたので、３２６ページのところにございます１，５００万円というものが、充

用させていただいたというものでございます。 

 続きまして財産に関する調書の説明に入らさせていただきますので、５０７ページをお願いいたします。まず

財産に関する調書の総括表でございます。左側から土地、建物という形になっております。まず土地につきまし

ては、決算年度中の増減高をごらんいただきますと数字が２段になっておりまして、上段の数値が増となった総

面積でございまして、２万１，７６２．４８平方メートル、下の段の数値が減となった総面積で１万５１．８３

平方メートルでございますので、決算年度末残高は２，０６２万５７２８．７０平方メートルにふえております。

また建物につきましても、木造、非木造がございますが、一番右端の数値のとおり前年度に対してふえておりま

す。 

ページをめくっていただきまして５０８ページからは、財産別の調書になります。増減があったものについて
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のみ御説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。まず５０９ページ、行政財産でございます

が、上から４つ目の広丘小学校、木造で１８．６３平方メートルの増は、屋外トイレの新設によるものでござい

ます。非木造の１，７０３．４９平方メートルの増は、体育館の新設によるものでございます。次のページ５１

０ページ、真ん中より少し下にございます広丘野村保育園、これは新設による増でありまして、その１つ上の広

丘東保育園は、この新設に伴い解体をしたものでございます。次のページの一番上の旧小曽部保育園につきまし

ては売却をしたものでありますし、その下の旧楢川保育園は貸し付けることとなったものでございまして、これ

に伴いまして、いずれも行政財産から普通財産に所管がえをいたしました。したがいまして５２８ページのほう

をちょっとごらんいただきたいと思いますが、まず５２８ページ、左上に普通財産ということで、今申し上げま

したように行政財産から普通財産に所管がえをいたしました関係で、区分の列の真ん中より少し下にございます

が、旧贄川保育園につきましては、このように行政財産から移管をしたものでございますし、その下の旧小曽部

保育園につきましては、行政財産から普通財産に移管した上で売却をしたために、売却でゼロになったというも

のでございます。 

ページをお戻りいただきまして、５１３ページをお願いいたします。真ん中より少し下の高出地区センター、

これは新築による増でございます。次のページ、５１４ページでございますが、上から２つ目の復元家屋は、新

築による２棟の増分でございます。ページを飛びまして５１６ページをお願いいたします。一番上の雇用促進住

宅（みどりが丘住宅）は雇用能力開発機構から売買により取得したものでございます。ページを飛びまして５１

９ページをお願いたします。上から２つ目の緑地公園は、広丘駅南土地区画整理事業により増となったものでご

ざいます。少しページを飛びまして５２２ページをお願いをいたします。一番上の奈良井木曽の大橋駐車場の木

造１６７．４６平方メートルにつきましては、公衆トイレの新築でございます。５２４ページをお願いいたしま

す。上から４つ目の消火栓用地と下から３つ目の調整池（広丘）につきましては、広丘駅南土地区画整理事業に

より増となったものでございます。次の５２５ページの真ん中の広丘駅東西自由通路・公衆便所のところで、非

木造で５１０．１８平方メートルふえておりますが、これは駐車場とシェルターの新設によるものでございます。

この２つ下の塩尻駅南公園等用地、これは売買により取得したものでございます。５２７ページをお願いいたし

ます。下から４つ目の市民交流センター、まず土地の３０．２６平方メートルは、寄附による増でございます。

７．６平方メートルの減につきましては、権利変換の構成による減でございます。建物につきましては、非木造

の８，５０１．３１平方メートルの取得であります。その下の市民交流センター連絡通路は、新築による増でご

ざいます。その下のウイング・ロードは、売買による取得の増でございますが、非木造の減った分、３３０５．

９５平方メートルは、その下のこども広場へ用途変更をしたものでございます。 

次の５２８ページをお願いいたします。ここから普通財産になりますが、上から６個目の旧北小野保育園、こ

れは定住促進住宅建設に伴い解体をしたものでございます。少しページを飛びまして５３４ページをお願いいた

します。上から４つ目の上田区集会所用地は県道改良に伴い県に売却したものでございます。次のページの下か

ら３つ目の楢川分団第２部ポンプ庫は、撤去による減でございます。５３７ページをお願いいたします。下から

６個目のこあ・しおじり事業用地は、塩尻駅南市街地再開発事業に伴い売却により減となったものでございます。

次の５３８ページの真ん中にございますごみステーション用地、これは１カ所分の増でございます。次の５３９

ページ、上から２つ目の楢川墓地は１区画売却をしたことによる減でございます。一番下の奈良井中町用地は、
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奈良井公民館用地として売却した分の減でございます。 

続きまして次のページが山林でございます。所有林、分収林とも面積の変更はごらんのとおりございません。

また立木の推定蓄積量につきましては、成長率を３．１％で推計いたしまして、そこから所有林につきましては、

間伐した分を除きまして、合計の増減高は７，２５６立方メートルの増となったものでございます。 

次の５４１ページは出資による権利でございますが、決算年度中に増減のありましたのは一番下の（社）塩尻

市農業公社出捐金３００万円でございます。以上でございます。 

○会計課長 では、続きまして重要物品について御説明いたしまして、決算書は５４２ページから５６５ページ

になります。重要物品とは、財務規則２３６条に基づきまして購入又は御寄附していただいた物品のうち、１件

５０万円以上の物品等を指します。平成２２年度中に新たに重要物品として登録したものは４１点、老朽化等の

ため重要物品から除外したものが８点になります。 

それでは、増減のあったものを順を追って御説明いたします。決算書５４２ページをごらんください。上から

２段目になります。これは庶務課管理のトヨタエスティマ、市長車になりますけれども、平成１５年６月から平

成２２年５月末日までの７年リースでしていたものが、期間満了になったということで契約に基づきまして、市

に無償譲渡されましたので重要物品として登録したものです。同じく下から７段目になります。片丘分団第２部

の消防ポンプ車を整備計画に基づきまして、１，５１０万円で購入、登録し、老朽化したものを１台を除外した

ものです。その２段下になります。塩尻分団第４部上西条になります。それから塩尻分団第９部東山になります。

宗賀分団第１部床尾になりますけれども、小型動力ポンプをそれぞれ１６２万円で購入、登録し、老朽化したも

の３台を除外いたしました。決算書５４５ページをお開きください。上から７段目になります。福祉課の生活保

護管理システムのソフトウェアを新たに８９８万８，０００円で購入、登録。その２段下、レセプト管理システ

ムの専用端末を新たに１台１０２万円で購入、登録。その３段下、生活保護システムサーバーを新たに１台１０

４万８，９５０円で購入、登録をいたしました。決算書の５４６ページをお願いいたします。下から２段目にあ

ります現広丘野村保育園の給食室に新たにガスコンベクションオーブン、対流式オーブンになりますが、これを

１台８３万円で、その下の食器消毒保管庫１台を６７万５，０００円で購入、登録いたしました。また、次のペ

ージの一番上になりますが、冷凍冷蔵庫１台を５１万４，５００円で購入、登録し、広丘東保育園で使用してい

ました冷凍冷蔵庫１台を老朽化のため除外いたしました。決算書の５５０ページをお開きください。下から９段

目になります。都市づくり課で開催しています交通安全教室用の無線式交通教室用信号機１台を８５万円で購入、

登録いたしました。次の５５１ページになります。上から４段目、融雪剤散布機械を新たに１台１０６万５，０

００円で購入、登録いたしました。 

中段からは市民交流センターのオープンに伴い購入、登録をした物品になります。上からインフォメーション

カウンターを１台６４万７，６００円で、カウンターを１台８５万９，０００円で、キャレルデスク、これは閲

覧用の机ですけれども９２万２，８００円を４台、計３６９万１，２００円で、作業用テーブルを１台６０万３，

０００円を３台、計１８０万９，０００円で、テーブル１台を７６万７，５００円で、ベンチを１台８０万６０

０円で、児童閲覧テーブル１台を６６万４，２００円で、棚１台を１１５万７，１００円で、アップライトピア

ノ１台を６１万６，０００円で、グランドピアノ１台を２５５万２，０００円で、ドラムセット２台をそれぞれ

５８万８，０００円と５６万９，６００円で、またウイングロード３階にありますこども広場に遊具（ＢＩＧな
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ドラえもん）１台を１３５万円で購入、登録いたしました。 

決算書の５５４ページをお開きください。上から９段目になりますけれども桔梗小学校の体育館に防炎暗幕カ

ーテンを５３万２，２００円で購入、登録いたしました。５５６ページをお願いします。上から２段目になりま

す。片丘小学校給食室に食器食缶洗浄機を１台５３５万円で購入、登録し、老朽化したもの１台を除外いたしま

した。５５７ページをお開きください。下から７段目になります。塩尻中学校給食室に食器食缶洗浄機を１台５

２５万円で購入、登録し、老朽化したものを１台除外いたしました。５５９ページをお開きください。上から４

段目になります。広陵中学校体育館に防炎暗幕カーテンを６７万１，２００円で購入、登録いたしました。５６

２ページをお願いいたします。上から９段目になります。選挙用の自書式投票用紙読取分類機１台を２７７万７，

０００円で購入、登録。下から４段目になります。楢川診療所のポータブルレントゲン１台、次のページになり

ますけれども、上から７段目、自動現像機１台をそれぞれ老朽化のため除去し、５６２ページの一番下にありま

すレントゲンデジタルシステムを新たに８００万円で購入、登録いたしました。 

５６４ページをお願いいたします。中段からになりますが、これは御寄附をいただいた絵画になります。瀧川

照子氏より午睡５００万円相当、砂の記憶１，８７５万円相当、白い樹間１，８７５万円相当の３点、合計で４，

２５０万相当を、それから笠原泰山氏より慈愛３００万円相当をそれぞれ御寄附いただき、登録いたしました。

いずれの作品も市民交流センターに展示してありますのでごらんいただければと思います。 

 続きまして決算書の５６６ページをお願いします。債権について御説明いたします。上から住宅新築資金等貸

付金は平成２２年度中に４３１万５，９７２円の元金の返済があり、貸付残高が１，１５３万円余となっており

ます。このうち滞納につきましては、３件で１，０３４万円余と聞いております。 

 次に遺児等奨学資金貸付金１８万７，０００円ですが、この貸付金につきましては、平成１２年度の決算後ず

っと１８万７，０００円が残金として繰り越されてきておりましたが、奨学金の貸与を受けた者及びその保証人

がお亡くなりになったため、未償還分１８万７，０００円を不納欠損として処理いたしました。 

次に奨学資金貸付金ですが、平成２２年度中に６７６万２，０００円の元金返済があり、大学生は１８名、う

ち５名が新規貸付になります。それから高校生が３名、うち２名が新規貸付になりますが、計２１名に９６０万

円を貸し付けし、貸付残高は６，７１９万３，０００円になっております。 

次に塩尻市駐車場事業会計貸付金ですが、これは一般会計から駐車場会計へ企業債償還のための無利子貸付と

して９月と３月にそれぞれ１，０００万円、合計２，０００万円の貸し付けをしたものです。 

次の塩尻市土地開発公社貸付金ですけれども、これは先ほど財政課長のほうから歳出のところで説明がありま

した公共用地先行取得のための無利子貸付金として、４月１日に貸し付け１億２，８００万円をし、年度末３月

３１日に同額が返済されているものです。 

その下のふるさと融資貸付金ですが、これは市を通しまして信州ファームに貸し付けをしております地域総合

整備財団、ふるさと財団ですけれども、資金で９月と３月に４，１６６万６，０００円の返済があったものです。 

以上、平成２２年度中の返済額は１億８，０９３万９７２円、新たな貸し付けが１億５，７６０万円というこ

とで、平成２２年度末の貸付残高が、６億５，６６５万円余という数字になっております。以上です。 

○財政課長 次のページの基金でございます。基金の年度末残高の一覧表でございまして、内容につきましては

歳出のところで資料をもって御説明させていただいたもので、この決算年度末現在高があるものでございます。 
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 また次の５６８ページ以降につきましては、それぞれの基金の運用状況でございますので、またごらんをいた

だきたいと思います。以上でございます。 

○委員長 これで説明は終わりですか。それでは、今まで説明いただきました部分の質疑を行います。委員の皆

さんから質問ありますか。２５４ページから。 

○柴田博委員 ５３９ページの普通財産のところの楢川墓地というところの説明で、１区画売却したっていうふ

うに説明されたんですけど、その分だけ年度末で現在高あるわけですが、その説明だとこの現在高の分は売れな

いで残っている分ということになりますけど、それでいいわけですか。 

○財政課長 それで結構です。 

○柴田博委員 何区画分。 

○生活環境課長 楢川墓地は、あと１区画残っております。 

○柴田博委員 ６５９．２８平方メートル残ってるってことになってるわけでしょ。 

○財政課長 担当の課長補佐より。 

○財産管理係長 村の当時にですね、造成した部分で分譲している分についてはあと１区画のみということで、

分譲分の面積としては４．４２平方メートルだけが残ってるっていうことになりますけれども、そのほかにです

ね、村の名義で持っていた墓地という地目の土地がありまして、それも含めてこの６５９平方メートルというこ

とになってしまいます。それで減った分は分譲する区画なんですけれども、この楢川墓地というところに入って

いるものが全部分譲地ということではございません。 

○柴田博委員 墓地の場合、一般的には永代使用料という形で所有権は移らないけどずっと使っていいよってい

うような形のところが多いっていうふうに思ってたんですが、ここの１区画というのは実際に売ってる、所有権

も移転してるわけですか。 

○財産管理係長 楢川村時代に造成した区画については、その区画ごとに所有権を移転しております。 

○柴田博委員 移転してるんだ。 

○委員長 いいですか。ほかにありますか、委員の皆さんから御質問は。 

 ちょっと１つ、２５７ページあたりに関係するんですが、消防団のね、被服費とかありますけれど、平成２２

年度２９０万円とかありますが、私、ちょっと聞いたところでは、かっぱとかね、すべての団員に全部渡ってい

るわけではないと、大ざっぱに言うと半分くらいにしか行ってないみたいなことを聞いたんですが、それはそう

いう状況なのかどうかという実態を教えてください。 

○消防防災課長 今、委員長おっしゃいましたように、消防団のはっぴにつきましても随時整備をしてきてござ

いまして、平成１６年から計画的に１１０着、１０２着、１３７着といったぐあいに約３５０着、それ以前にも

整備してございますので、そのうち約半分が行き渡っているということです。年度を追いながら全部整備をする

予定でいたんですが、たまたま平成１９年度からですね、消防団の活動に伴いましてはっぴ以外にですね、活動

服というものが一気に出てまいりまして、この平成１９年に活動服、当時９６０人分の活動服をすべてそろえた

もんですから、一気に１，６００万円ほどの支出がございました。そこで一たんかっぱについては途絶えまして、

その後、要望等ある中では、少しずつではありますけれどもそろえてきてますが、当初平成１６年から計画的に

そろえた１００とか、そういう大きなものでなくて１０着とかそういった程度でございます。今年度要望しまし
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たところ、各分団あるいは部からやはり雨がっぱが団員すべてに行き渡っていないという中で、一気にすべてそ

ろえるということはないですけれども、また計画的にそろえていただきたいという要望も出てますし、最近、災

害等の出動に対しましても、非常に豪雨災害等ふえてまいりましたし、行方不明の捜索においても雨の中といっ

たケースがありますので、来年度からですね、またなるべく早急に全団員に行き渡るような形の中で起用してい

きたいと思っていますのでよろしくお願いします。 

○委員長 活動する時に服がね、大体大雨とか台風とか、そういう時に現場に出て行ってもらっているわけで、

そのかっぱがないなんていうのはちょっと私は信じられなかったんだけれども、現実だとすれば、早急になんて

言ってないで、すぐ全部そろえなけりゃいけないんじゃないかと思いますけれど、その辺はどうですか。 

○消防防災課長 半分くらいと言った中で、各部によってはですね、市から支給がない分、部の予算で対応して

いるところも中にはございます。すべてではございません。ない方については、個人持ちのかっぱでその活動に

従事してられる方もおりますので、実際、そういうすべてのバランスがとれてるわけではございません。その中

に今、塩尻市消防団という蛍光塗料入りのかっぱをそれぞれ団員にも支給してきてございますので、１着あたり

約６，０００円強、早急にと言いましてもなるべく近い、来年度に一気にいけるかどうかはわかりませんけども、

来年、再来年あたりをめどにそろえたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○委員長 理解できますけどもね。できれば１年でやりたいところですが、できない場合でも２年間で全部やる

とか、そういう方向性を示して計画的にやっていただきたいと思います。要望ですけど。 

○柴田博委員 ３２６ページの予備費ですけれども、１，５００万円ほかに流用して、その分減っているという

ことなんですけど、ちなみに何に使ったか教えてもらえたらと思うんですけど。お願いします。 

○財政課長 義援金の関係で５００万円、午前中説明があったと思います。あと社会福祉センターの重油流出対

策事業で１，０００万円を充用させていただきました。以上でございます。 

○柴田博委員 わかりました。 

○委員長 ほかに。 

○丸山寿子委員 ２５５ページで消防負担金ですけれど、松本広域連合負担金の高速救急業務とそれから長野県

消防防災ヘリコプター運航協議会負担金、この内容をもう少し教えていただきたいのと、その下の木曽広域連合

負担金ですが、先ほど庁舎建設っていうことだったんですけれど、この負担割合っていうか、どこがどれだけず

つ負担になっているかについて教えてください。 

○消防防災課長 最初の高速救急業務の関係でございますが、長野道の関係で、塩尻にはインターが２つござい

ますけれども、高速自動車国道における救急業務といった関係の中で、先ほど御説明しましたが、長野自動車道

の上り線につきましては塩尻北インターから岡谷インターチェンジまでの間、それから下り線につきましては塩

尻インターから松本インターまでの区間、これを松本広域の中で塩尻署と広丘署が受け持ってるという形になり

ます。それに対する負担金を市を通して払っているという形になりますけれども。同額が中日本のほうから入っ

て来ますので、市独自の負担としてはありませんけれども。高速の救急活動に対する支弁金でございます。 

○委員長 雑入のような。 

○消防防災課長 雑入で。 

 それから木曽広域連合負担金ですが、この負担割合につきましては、ちょっと待ってください。 
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○企画課長 広域連合の関係、企画のほうでやらしていただいてますけれども、松本広域の高速道路の費用につ

きましてはですね、国交で措置されてる部分につきましても市のほうで負担という形をとっておりまして、松本

広域全体では４，４９１万円のところ４９９万円を措置をしているところであります。木曽広域の消防費のほう

につきましての分でありますが、先ほど消防防災課長のほうで説明がありましたとおり償還分でございますが、

この消防庁舎の建設につきましての償還は、平成２９年をもって終了するわけであります。その費用としまして

均等割分を３０％、構成措置分を７０％という割合で木曽広域で割り振りしておりまして、木曽町、上松町、南

木曽町、木祖村、大滝村、大桑村、塩尻市と、こんな割り振りでしておりまして、全体費用の０．９９％という

ような案分になっています。 

○消防防災課長 済みません、先ほど落としましたけれども、長野県消防防災ヘリコプター運航協議会負担金で

ございますが、これにつきましては、長野県の消防航空隊維持のための協議会への負担金でございます。人口割

とか基準財政需要額割等で負担しているものです。 

○委員長 丸山委員、いいですか。 

○丸山寿子委員 いいです。 

○委員長 ほかにありますか。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 以上で歳出についての質疑を終結いたします。ちょっとできれば歳入の説明まで受けたいんですが、

どうですか。後でいい。続けてやっちゃう。そちらは大丈夫ですね。 

では、次に歳入全般について説明を求めます。 

○会計課長 それでは、歳入につきましては会計課のほうで説明をすることになっておりますので、私のほうか

ら説明させていただきます。決算書は事項別明細書の１０ページ、１１ページをごらんください。あわせまして

説明資料の８ページ、それから９ページをごらんください。１款の市税ですけれども、国保税を除きました市税

全体の収入額は前年度に比べ２億３，４２２万円余、２．４％の減少となりました。収入未済額は前年度に比べ

２，８６１万５，４８１円、５％の減少となっております。歳入全体に占める市税の割合でも平成２１年度は３

４．４％でしたが、平成２２年度は３１．４％で、３％のマイナスとなっております。また収納率は決算説明資

料９ページ、下から５行目にありますように現年度課税分は９８．５３％、前年度より０．４２ポイントの増加、

滞納繰越分は２０．４３％、０．１７ポイントの増加となり、全体でも前年より０．２５ポイント向上し９４．

０６％となっております。市税の不納欠損につきましては、決算説明資料１０ページ、市税不納欠損総括表にあ

りますように件数で３，５２３件、金額にいたしまして４，８２４万４，５７７円を法に基づき処理をいたしま

した。これは前年度より３２６件、１，３１９万１，６４０円、２１．５％の減少となっています。 

 市税のうち１項１目の個人市民税でありますが、収入済額は前年度比３億７，７６１万円余、１０．９％の減

少、２目の法人市民税の収入済額は、前年度比２億２４４万７，８２２円、３６．２％の増加となりました。個

人市民税につきましては、雇用情勢の悪化に加え、国、県の経済が大変厳しい状況にありました２１年度の所得

に対します課税であることから、給与、営業、農業などの所得が減少するとともに納税義務者が１，２００人余

減少したこと等が要因と考えられます。法人市民税につきましては、特定企業のみが増額となったもので、景気

全体が上向いているとは考えにくい状況にあります。 
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 次に２項の固定資産税になります。地価の下落、新・増築棟数の減少、企業の設備投資が減少したことにより

まして、前年度より７，６１０万３，４４８円、１．６％の減少となりました。 

 ３項の軽自動車税の収入済額は、前年度より５２３万７，７０５円、３．６％の増加となりました。これは軽

自動車の保有台数が増加したものです。 

 決算書１２、１３ページをお開きください。４項市たばこ税の収入済額ですが、前年度より１，３８２万７，

６４２円、４．０％の増加となっております。これは昨年１０月１日からの税率改正で、これは過去最大の値上

げ幅となったことから、喫煙者の中には買いだめをされたという方も報道等でありましたが、実際には消費本数

は２３９万本余の減少となっておりますので、税率改定が影響しての増額と考えられます。 

 それでは決算書１４、１５ページをお開きください。８項の都市計画税の収入済額ですが、前年度より１７万

６，１７７円の減少となりました。決算説明資料１１ページには都市計画税の充当状況がありますので、ごらん

いただければと思います。 

 決算書１４から１９ページになりますが、２款の地方譲与税、それから８款の自動車取得税交付金につきまし

ては、決算書の備考欄の説明のとおりでありますので説明を省略させていただきます。 

 次、９款の地方特例交付金になりますが、決算書は１９ページになります。これは平成１８年度及び平成１９

年度の児童手当の制度拡充と平成２２年度の子ども手当の創設に伴う財源措置として設けられました児童手当及

び子ども手当特例交付金、平成２０年度からは個人住民税におきます住宅借入金等特別税額控除の実施などに伴

う財源措置として設けられました減税補てん特例交付金で、収入済額は、前年度より９３万４，０００円で０．

９％の減少となりました。 

決算書の２０、２１ページをお開きください。１０款の地方交付税になります。地方交付税は地方公共団体ご

との財源の均衡化を図り、地方行政の計画的な運営を補償するために、国が一定の基準に基づいて交付するもの

で、収入済額は前年度より４億９，５１１万円余と大幅に増加し、歳入合計に占める割合は１９．８％となって

います。概要につきましては、決算説明資料の１２ページにありますので、御確認をいただければと思います。 

次の１１款交通安全対策特別交付金につきましては、備考欄の説明のとおりです。 

１２款の分担金及び負担金は、収入済額、前年度より１，１９３万５，０４２円、２．９％の減少となってお

ります。１項の分担金におきましては、１目の農林水産業費分担金は、市単農業農村基盤整備事業分担金と災害

復旧事業分担金となります。該当いたします事業につきましては３１ありますが、決算説明資料の１４、１５ペ

ージに明細がありますのでそれで御確認をいただければと思います。 

決算書の２０ページから２３ページをごらんいただきたいと思います。２項負担金のうち１目民生費負担金１

節の社会福祉費負担金は、養護老人施設の入所者の負担金収入になります。２節の児童福祉費負担金のうち保育

料、長時間保育等負担金、滞納保育料につきましては、決算説明資料１６ページにあります保育料収納実績表を

ごらんください。平成２２年度は１６園、延べ２万人余の園児に対します保育料や１５園で実施いたしました長

時間保育料、滞納繰越保育料等、収入済額３億８，９６２万１，９７３円、収入未済は２３０人、１，２４０月

分、１，７１２万１，２１３円で、不納欠損は１４人１０世帯、１２３万８，０２０円になりますが、法に基づ

き処理をいたしました。また市外保育所入所児童負担金は市外の５人のお子さんを本市の３園でお預かりをした

保育料となります。 
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 次の１３款使用料及び手数料になります。決算書は２２ページ、２３ページになります。こちらは各事業部・

課等で管理をしております公共施設等の使用料になります。１目の総務使用料は市民交流センター使用料がみな

皆増となっております。 

決算書の２４、２５ページをごらんください。５目の商工使用料ですが、これはインキュベーションオフィス

等の使用料７４０万円余がみな皆減になっています。これは振興公社がインキュベーションプラザの指定管理者

となったことで、オフィス等の使用料が振興公社の収入となったということで減となっております。 

決算書の２６、２７ページをごらんください。７目の教育使用料では１節の社会教育使用料の備考欄一番下に

ありますが、７月にオープンいたしました塩嶺体験学習の家の使用料が該当になっています。全部がふえており

ます。利用者は宿泊利用者６６３人、日帰り利用者が５３６人で合計１，１９９人の利用がありました。また不

納欠損１４６万６，９００円につきましては、決算書の２４、２５ページ、決算説明資料は２２ページになりま

す。 

６目の土木使用料４節市営住宅使用料のうち、市営住宅使用料１３８万２，９００円と市営住宅駐車場使用料

７万４，０００円、督促料１，０００円分が不納欠損となりました。で処理をいたしました。決算説明資料の１

７ページから２４ページに主な使用料の一覧表がありますので、後ほど御確認をいただければと思います。 

決算書の３０、３１ページをお願いします。２項手数料のうち２目衛生手数料２節清掃手数料では、市外し尿

処理施設利用手数料が前年度より４６０万円余の減額となっております。これは、２１年度に朝日村の農業集落

排水施設４カ所が公共下水道に接続したことによりまして、衛生センターの利用が減少したことによるものです。 

 決算説明資料８ページをあわせてごらんいただきたいと思いますが、１４款国庫支出金になります。決算書は

３０から４１ページになります。収入済額は前年度より２億５，６２２万８，８７４円、５．９％の減少。収入

合計に占める割合でも平成２１年度は１５．７％でしたが、平成２２年度は１３．８％と１．９％の減少となっ

ています。１項の国庫負担金では、前年度より９億８７６万２，０５３円の増加となりました。その主なものは

１目の民生費国庫負担金２節児童福祉費負担金のうち、備考欄下から２段目にあります子ども手当負担金が該当

となっています。これは児童手当制度が見直しされたことによるもので、平成２２年４月から延べ８万９，９８

７名に支給をいたしております。３節の生活保護費負担金では、生活保護世帯は３月末現在になりますが、平成

２１年度は２２６世帯３３１人でしたが、平成２２年度は２５４世帯３６９人で２８世帯３８人の増加となり、

生活保護扶助費が増加したことから国庫負担金も前年よりも２，４６８万円余の増加となったものです。 

次に２項国庫補助金は決算書の３２から４１ページになりますが、収入済額は前年度より１１億６，６１８万

３７５円の減少となりました。その主なものは、平成２１年度定額給付金給付事業補助金として１０億４，７１

５万円が交付されましたが、平成２２年度はこれがなくなったものです。また、平成２１年度に保育園の駐車場

整備費やＡＥＤの設置費、新型インフルエンザ対策費、道路の新設改良費や整備費、小中学校の太陽光発電設置

費、テレビの地上デジタル化への対策費などの補助として交付されました地域活性化・経済危機対策臨時交付金

は４億２，３４４万円余が全額減額となっております。一方、広丘東保育園、現在の広丘野村保育園になります

が、この整備費や雇用促進住宅取得費、塩尻駅周辺の整備費、道路整備費、高出地区センターの建設費等の補助

として交付されました社会資本整備総合交付金２億８，２４３万円余、それから勤労青少年ホームや塩尻中学校

のプール改修、観光施設維持管理費、道路維持改良費等の補助として交付されました地域活性化・きめ細かな交
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付金が６，５０８万円余。総合文化センター改良費や基金積立の補助として交付されました地域活性化・住民生

活に光をそそぐ交付金２，６１４万円余が、それぞれ全額の増額となっています。また平成２１年度から平成２

２年度へ繰り越しとなりました地域活性化・きめ細かな臨時交付金にかかわる事業交付金分が１億円余の増加と

なっています。国庫補助金の収入未済額２億２，１２８万円余になりますが、これは決算説明資料６ページにあ

ります繰越明許費の内訳の、平成２２年度から平成２３年度へ繰り越しといたします１２事業、事業費で６億２，

６３７万円余の事業の財源となります国庫支出金分となりますので御確認をしてください。 

次３項の委託金、決算書は４０ページ、４１ページになります。２目の民生費委託金２節の児童福祉費委託金

では、子ども手当事務取扱交付金が全額増額となっています。 

決算書４０から５１ページになります１５款県支出金ですけれども、こちらの収入済額は前年度より２億３，

２４０万円余、２２．９％の増加となっております。決算書の４２、４３ページをごらんください。１項県負担

金１目民生費県負担金２節児童福祉費負担金では、児童手当給付負担金等が子ども手当の給付をすることになっ

たことから１億１，３５０万円余の減額となっております。一方、２項県補助金のうち１目１節総務管理費補助

金の安心こども基金事業補助金、ひとり親家庭等の在宅就業支援事業費や２節防災費補助金。決算書の４４、４

５ページになりますが、２目２節児童福祉費補助金のうち保育園や児童館、子育て支援センターへ児童図書の購

入、保育園、児童館、子育て支援センターと市内にあります私立の幼稚園３園、計２８カ所へのＡＥＤ設置補助

金、安心こども基金事業補助金が全額増額となっております。 

４目１節労働費補助金では、ふるさと雇用再生特別事業で、４事業で９人を、それから緊急雇用創出事業では、

２９事業で１８７人の雇用創出につなげることができ、補助金額は前年度より４，５４９万円余の増額となりま

した。 

決算書の４８、４９ページをお願いします。３項の委託金１目４節選挙費委託金では、参議院議員及び長野県

知事選、それから県議会議員、それぞれの選挙にかかわります委託金が、５節の統計調査費委託金のうち国勢調

査委託金がそれぞれ全額増額となりました。 

 次に１６款の財産収入ですけれども、決算書は５０ページから５３ページになります。収入済額は前年度より

１億９３５万２，９３９円の増加となりました。これは２項財産売払収入の増加によるものです。決算説明資料

の２８ページにありますように９件の市有地を売却したものです。 

決算書の５２ページ、５３ページになりますが、１８款繰入金になります。収入済額は前年度より２億５，１

９８万７，２８８円の減少となりました。これは次のページ、２項基金繰入金ですけれども、決算書の５４から

５７ページになります。決算説明資料では２９ページになりますが、基金運用状況にありますように９節の森林

環境保全基金の繰入金を１００万円のみということで、前年度と比較して２億５，７５０万円の減少となったも

のです。 

 決算書の５６、５７ページをお願いしたいと思います。１９款の繰越金です。収入済額は前年度より２億５５

６万１，０９８円の増加となりました。これは決算説明資料５ページ、繰越明許費の内訳の平成２１年度から平

成２２年度に繰り越しとなりました３２事業の財源としておりました一般財源分３億５，４８２万１，６５８円

のことになります。 

 それから決算書の５８から６９ページになりますが、２０款の諸収入です。収入済額は前年度より２，５５９
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万円余の減少となりました。３項の貸付金元利収入は備考欄の説明のとおりですが、３目のふるさと融資貸付金

元金収入を除き、平成２２年４月１日に預託及び貸し付けをし、年度末の３月３１日までに戻し入れをしていた

だいたものです。３目のふるさと融資貸付金元金収入は、債権のところでも御説明いたしましたが、市を通して

信州ファームに貸し付けをしたもので、９月と３月の２回に渡り返済をされたものです。 

 決算書の６４、６５ページをお開きください。５項５目雑入２節の民生費雑入の収入未済額１，２７２万１，

０２７円ですが、これは福祉医療費、生活保護費、児童扶養手当の返還金の収入未済額になります。 

 決算書６８ページをお開きください。２１款の市債です。収入済額は前年度より１７億２，５００万円余の増

加となっています。決算説明資料の３０から３１ページにかけまして、起債借入状況に詳細がありますので御確

認をいただければと思います。収入未済額の２億９，１１０万円は、決算説明資料６ページにあります平成２２

年度から平成２３度へ繰り越しをいたします１２事業の財源の一部として予想しているものです。 

 最後になりますけれども、平成２２年度の収入済額は、先ほど決算の一番最初に状況の説明を財政課長がして

ましたけれども、国の経済対策により財源措置されることになりました事業を積極的に取り入れ、必要な事業を

前倒しするなどの財源確保に努めた結果、前年度より７％の全体の収入増となったものです。以上で歳入の説明

を終わります。よろしくお願いします。 

○委員長 それではきょうは、歳入の説明までを受けて終了いたしたいと思いますが、いかがですか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 それでは、あす午前１０時からまた２日目を行うことにいたしまして、本日は散会といたします。大

変お疲れさまでした。 

午後４時２８分 閉会 

 

 

 

 

平成２３年９月１５日（木） 

  委員会条例第２９条の規定に基づき、次のとおり署名する。 

 

総務環境委員会委員長   青柳 充茂   印 


